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日野町告示第９号 

 令和６年第２回日野町議会定例会を次のとおり招集する。 

   令和６年２月26日 

日野町長 﨏 田 淳 一 

１．期 日  令和６年３月５日 

２．場 所  日野町議会議場 

─────────────────────────────── 

○開会日に応招した議員 

小 林 良 泰              小 河 久 人 

坪 倉   敏              中 山 法 貴 

梅 林 智 子              金 川 守 仁 

松 本 利 秋              安 達 幸 博 

竹 永 明 文              中 原 信 男 

       ─────────────────────────────── 

○応招しなかった議員 

        な し 

       ─────────────────────────────── 
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──────────────────────────────────────────── 

第２回 日 野 町 議 会 定 例 会 会 議 録 （第１日） 

令和６年３月５日（火曜日） 

──────────────────────────────────────────── 

議事日程 

令和６年３月５日 午前10時開会 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

日程第２ 会期の決定 

日程第３ 諸般の報告 

（１）議会関係の報告（議長） 

（２）一般行政報告（町長） 

（３）令和６年度一般財団法人日野町農林振興公社事業計画及び収入支出予算について

（町長） 

日程第４ 施政方針 

日程第５ 議案第３号 鳥取県西部町村情報公開・個人情報保護審査会の共同設置の廃止に関する

協議について（町長） 

日程第６ 議案第４号 日野町と鳥取県の間における個人情報の保護に関する法律に基づく合議制

の機関に係る事務の委託に関する規約を定める協議について（町長） 

日程第７ 議案第５号 日野町と鳥取県の間における情報公開条例及び議会個人情報保護条例に基

づく合議制の機関に係る事務の委託に関する規約を定める協議について

（町長） 

日程第８ 議案第６号 令和５年度日野町一般会計補正予算（第９号）（町長） 

日程第９ 議案第７号 令和５年度日野町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）（町長） 

日程第10 議案第８号 令和５年度日野町後期高齢者医療保険特別会計補正予算（第２号）

（町長） 

日程第11 議案第９号 令和５年度日野町簡易水道特別会計補正予算（第４号）（町長） 

日程第12 議案第10号 令和５年度日野町公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）（町長） 

日程第13 議案第11号 令和５年度日野町農業集落排水事業特別会計補正予算（第３号）（町長） 

日程第14 議案第12号 日野町長等の損害賠償責任の一部の免責に関する条例の一部改正について

（町長） 
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日程第15 議案第13号 日野町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正

について（町長） 

日程第16 議案第14号 日野町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正につい

て（町長） 

日程第17 議案第15号 日野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一

部改正について（町長） 

日程第18 議案第16号 日野町職員の育児休業等に関する条例の一部改正について（町長） 

日程第19 議案第17号 日野町隣保館の設置及び管理に関する条例等の一部改正について（町長） 

日程第20 議案第18号 日野町鵜の池公園キャンプ場の設置及び管理運営に関する条例の一部改正

について（町長） 

日程第21 議案第19号 日野町介護保険条例の一部改正について（町長） 

日程第22 議案第20号 令和６年度日野町営土地改良事業経費の賦課基準並びにその徴収時期及び

方法について（町長） 

日程第23 議案第21号 令和６年度日野町一般会計予算（町長） 

日程第24 議案第22号 令和６年度日野町国民健康保険特別会計予算（町長） 

日程第25 議案第23号 令和６年度日野町介護保険特別会計予算（町長） 

日程第26 議案第24号 令和６年度日野町後期高齢者医療保険特別会計予算（町長） 

日程第27 議案第25号 令和６年度日野町簡易水道事業会計予算（町長） 

日程第28 議案第26号 令和６年度日野町下水道事業会計予算（町長） 

       ─────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

日程第２ 会期の決定 

日程第３ 諸般の報告 

（１）議会関係の報告（議長） 

（２）一般行政報告（町長） 

（３）令和６年度一般財団法人日野町農林振興公社事業計画及び収入支出予算について

（町長） 

日程第４ 施政方針 

日程第５ 議案第３号 鳥取県西部町村情報公開・個人情報保護審査会の共同設置の廃止に関する
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協議について（町長） 

日程第６ 議案第４号 日野町と鳥取県の間における個人情報の保護に関する法律に基づく合議制

の機関に係る事務の委託に関する規約を定める協議について（町長） 

日程第７ 議案第５号 日野町と鳥取県の間における情報公開条例及び議会個人情報保護条例に基

づく合議制の機関に係る事務の委託に関する規約を定める協議について

（町長） 

日程第８ 議案第６号 令和５年度日野町一般会計補正予算（第９号）（町長） 

日程第９ 議案第７号 令和５年度日野町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）（町長） 

日程第10 議案第８号 令和５年度日野町後期高齢者医療保険特別会計補正予算（第２号）

（町長） 

日程第11 議案第９号 令和５年度日野町簡易水道特別会計補正予算（第４号）（町長） 

日程第12 議案第10号 令和５年度日野町公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）（町長） 

日程第13 議案第11号 令和５年度日野町農業集落排水事業特別会計補正予算（第３号）（町長） 

日程第14 議案第12号 日野町長等の損害賠償責任の一部の免責に関する条例の一部改正について

（町長） 

日程第15 議案第13号 日野町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正

について（町長） 

日程第16 議案第14号 日野町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正につい

て（町長） 

日程第17 議案第15号 日野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一

部改正について（町長） 

日程第18 議案第16号 日野町職員の育児休業等に関する条例の一部改正について（町長） 

日程第19 議案第17号 日野町隣保館の設置及び管理に関する条例等の一部改正について（町長） 

日程第20 議案第18号 日野町鵜の池公園キャンプ場の設置及び管理運営に関する条例の一部改正

について（町長） 

日程第21 議案第19号 日野町介護保険条例の一部改正について（町長） 

日程第22 議案第20号 令和６年度日野町営土地改良事業経費の賦課基準並びにその徴収時期及び

方法について（町長） 

日程第23 議案第21号 令和６年度日野町一般会計予算（町長） 

日程第24 議案第22号 令和６年度日野町国民健康保険特別会計予算（町長） 
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日程第25 議案第23号 令和６年度日野町介護保険特別会計予算（町長） 

日程第26 議案第24号 令和６年度日野町後期高齢者医療保険特別会計予算（町長） 

日程第27 議案第25号 令和６年度日野町簡易水道事業会計予算（町長） 

日程第28 議案第26号 令和６年度日野町下水道事業会計予算（町長） 

       ─────────────────────────────── 

出席議員（10名） 

１番 小 林 良 泰        ２番 小 河 久 人 

３番 坪 倉   敏        ４番 中 山 法 貴 

５番 梅 林 智 子        ６番 金 川 守 仁 

７番 松 本 利 秋        ８番 安 達 幸 博 

９番 竹 永 明 文        10番 中 原 信 男 

       ─────────────────────────────── 

欠席議員（なし） 

       ─────────────────────────────── 

欠  員（なし） 

       ─────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

局長 ────────── 中 田 早 文  書記 ────────── 伊 田 達 彦 

書記 ────────── 入 澤 眞 人 

       ─────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

町長 ────────── 﨏 田 淳 一  副町長 ───────── 音 田   守 

教育長 ───────── 生 田   求  総務課長 ──────── 景 山 政 之 

住民課長兼会計管理者 ── 荒 木 憲 男  企画政策課長 ────── 神 崎   猛 

健康福祉課長 ────── 住 田 秀 樹  産業振興課長 ────── 五百川 和 久 

建設水道課長 ────── 音 田 雄一郎  教育課長 ──────── 遠 藤 律 子 

代表監査委員 ────── 長谷部 正 人 

─────────────────────────────── 

午前１０時００分開会 

○議長（中原 信男君） おはようございます。 



－6－ 

 ただいまの出席議員数は１０人であり、定足数に達してますので、これより令和６年第２回日

野町議会定例会を開会をいたします。 

 出席議員には、例規等の確認のため、タブレット端末機使用を許可してますので、御了承くだ

さい。 

 また、中海テレビのカメラによる撮影を許可しておりますので、御承知ください。 

 直ちに、本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付いたしました日程のとおりであります。 

─────────────・───・───────────── 

  日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（中原 信男君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本定例会の会議録署名議員には、会議規則第１２５条の規定により、６番、金川守仁議員、７

番、松本利秋議員の２名を指名をいたします。 

─────────────・───・───────────── 

  日程第２ 会期の決定 

○議長（中原 信男君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。本定例会の会期は、議会運営委員会の答申のとおり、本日から３月２２日

までの１８日間にいたしたいと思います。これに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中原 信男君） 異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は、本日から３月２２日

までの１８日間と決定をいたしました。 

─────────────・───・───────────── 

  日程第３ 諸般の報告 

○議長（中原 信男君） 日程第３、諸般の報告を行います。 

 本町の監査委員から、令和６年第１回臨時会以後に実施された地方自治法第２３５条の２の規

定による例月出納検査並びに地方自治法第１９９条第４項の規定による定期監査について報告が

ありました。別紙写しを配付し、報告といたします。 

 次に、第１回臨時会以後の議会関係について報告をいたします。 

 １月２２日、２９日、２月５日、議会だより１３８号発行のため、議会広報常任委員会を開催

をしております。 

 １月２８日、西部町村議会議長会のお勉強会が開催され、議長が出席をいたしました。 
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 同日、少林寺流空手道錬心舘寒稽古が開催され、議員多数出席いたしました。 

 １月３０日、鳥取県西部広域行政管理組合議会臨時会が開催され、議長が出席をいたしました。 

 同日、西部町村議会議長会連絡会に議長が出席をしております。 

 ２月３日、日野町グラウンドゴルフ協会通常総会が開催され、来賓として議長が出席をいたし

ました。 

 ２月７日、日野学園６年生議会を開催し、６年生１２名が人権のまちづくりについて、町長、

教育長に一般質問を行いました。 

 同日、議会改革特別委員会、全員協議会を開催をいたしました。 

 ２月９日、鳥取県後期高齢者医療広域連合議会定例会が開催され、議長が出席をしました。 

 ２月１３日、教育民生常任委員会を開催をいたしました。 

 ２月１６日、鳥取県町村議会議長会定期総会が開催され、安達幸博議員が町議会議員として２

１年以上在職したことにより、松本利秋議員が町議会議員として１３年以上在職したことにより、

鳥取県町村議会議長会自治功労者表彰を受賞をいたしました。 

 ２月１８日、日野高校テニスコートで、ソフトテニス講習会が開催され、議長が来賓として出

席をいたしました。 

 ２月２０日、議会だより１３８号を発行いたしました。 

 同日、日野町江府町日南町衛生施設組合議会定例会が開催され、関係議員が出席をしておりま

す。 

 ２月２１日、鳥取県西部広域行政管理組合議会定例会が開催され、議長が出席しました。 

 ２月２３日、高等学校の魅力向上と地域の未来創造研究報告会が日野町山村開発センターで開

催され、議員が出席しております。 

 ２月２６日、本定例会開催のため、議会運営委員会を開催いたしました。 

 ２月２７日、日野病院組合議会定例会が開催され、議長ほか関係議員が出席をいたしました。 

 続いて、一般行政報告を﨏田町長が行います。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） 令和６年第１回臨時議会以降の一般行政報告をいたします。 

 まず、１月２０日、ひの郷会総会が大阪市内で開催されましたので、その概要を報告いたしま

す。 

 ひの郷会は、関西地区在住の日野町出身者の皆さんによる懇談会で、総会では、新年度の事業

計画などを話し合うとともに、会員同士の親睦を深めておられます。今回の総会では、令和５年
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度の事業報告及び収入支出決算、そして令和６年度の事業計画及び予算、役員改選について協議

されました。新型コロナウイルス感染症の５類感染症移行後初めての開催で、昨年度より多い９

名の方々に御参加いただき、総会終了後は交流会を開催し、旧交を温められたところでございま

す。 

 １月２５日、日野高等学校が第１６回キャリア教育優良教育委員会、学校及びＰＴＡ団体等文

部科学大臣表彰を受賞し、１月２６日に町役場で受賞報告をされました。これはキャリア教育の

充実・発展に尽力され、顕著な功績が認められた団体などに贈られるもので、日野高等学校の総

合的な探求の時間等による地域と連携したキャリア教育の推進や、県外生徒と地元の方との交流

による地域活動の活性化などの取組が認められ、このたび受賞されたところでございます。この

表彰は、地域社会の発展に貢献できる人材の育成に寄与されていることが評価されたものだと思

いますし、さらに日野高等学校の魅力向上につながっていくことを期待しております。 

 １月３０日には、令和６年１月鳥取県西部広域行政管理組合議会臨時会が招集されましたので、

その概要を報告いたします。 

 議案といたしましては、令和４年度一般会計の決算認定、令和５年度鳥取県西部広域行政管理

組合一般会計補正予算（補正第２回）の専決処分、鳥取県西部広域行政管理組合一般会計補正予

算（補正第３回）が審議されました。 

 このうち、専決された補正予算第４回については、人事院勧告に伴う職員給与の補正、補正予

算第５回につきましては、消防庁舎維持の債務負担行為、事業実績見込みによる予算の増減等で、

いずれの議案も原案のとおり可決されました。 

 ２月１日には、公益財団法人ごうぎん文化振興財団から日野町に図書カードが寄贈されました。

ごうぎん文化振興財団は、山陰両県の生活の向上と豊かな地域社会の創造に寄与することを目的

として、教育・芸術・文化活動などに対する助成を行われており、その事業の一環としてこのた

び、日野町に御寄附をいただいたところでございます。寄贈いただいた図書カードは、日野町図

書館の図書の購入に使わせていただき、読書環境の充実を図っていきたいと思います。 

 ２月２日には、オシドリ観察小屋において、第１回オシドリフォトコン表彰式を開催いたしま

した。表彰式では、町内外１８件の応募の中から、一般部門、スマートフォン部門の表彰を行い、

受賞者の方に表彰状と日野町産コシヒカリや乾燥シイタケなどの特産品を贈呈し、オシドリ観察

小屋をＰＲするとともに、本町の魅力を伝えることができたところでございます。表彰作品は３

月３１日まで、オシドリ観察小屋で展示しておりますので、ぜひ御覧いただきたいと思います。 

 ２月７日には、日野町議会議場において、日野学園６年生議会が開かれ、児童１２名が議員と
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なり、町執行部に一般質問をされ、答弁をいたしたところでございます。人権を大切にするまち

づくりについて、課題を解決するための、自分たちの考えやアイデアを堂々と提案されました。

児童の皆さんからの提案内容をしっかりと受け止め、今後も人権尊重のまちづくりを積極的に進

めてまいりたいと思います。 

 ２月２０日には、令和６年第１回日野町江府町日南町衛生施設組合議会定例会が招集されまし

たので、その概要について御報告いたします。 

 議案は、情報公開・個人情報保護審査に関する事項で審査会や諮問先を鳥取県へ変更するため

に関係する規約の廃止や条例の一部改正、令和５年度補正予算、令和６年度当初予算の７議案が

提案され、全て原案どおり可決されました。 

 令和５年度補正予算は、施設職員手当の増額分を予備費で減額する補正で、総額の変更はござ

いませんでした。令和６年度当初予算は、歳入歳出それぞれ１億７，１５３万５，０００円とす

るもので、前年度当初予算より４，３５６万１，０００円の減額であります。主に、し尿処理施

設清化園及びごみ処理施設くぬぎの森の維持管理費に係る電気料等の減額、くぬぎの森に係る公

債費の元金償還終了に伴う減額などによるものでございます。 

 次に、２月２１日には、令和６年２月鳥取県西部広域行政管理組合議会定例会が招集されまし

たので、その概要について御報告いたします。 

 主な議案といたしましては、鳥取県西部広域管理組合消防手数料条例の一部を改正する条例、

令和６年度一般会計予算案などが提案され、原案のとおり可決されました。 

 鳥取県西部広域管理組合消防手数料条例の一部を改正する条例は、地方公共団体の手数料に関

する政令の一部改正に伴い、タンク貯蔵所の設置許可申請に係る手数料を引き上げたものでござ

います。 

 また、令和６年度一般会計予算の主な事業は、旧灰溶融施設解体撤去事業２，９１７万５，０

００円、米子消防署伯耆出張所庁舎大規模改修事業１，１２８万１，０００円などでございます。

予算総額は前年度当初より７億５，８８３万７，０００円の減額となっており、これに伴いまし

て本町の負担金は、前年度当初より１，０２３万１，０００円の減の１億１，４１１万７，００

０円となっております。 

 ２月２７日には、令和６年第１回日野病院組合議会定例会が招集されましたので、その概要を

報告いたします。 

 議案は、人事院勧告に伴う日野病院組合職員の給与に関する条例などの一部改正、情報公開・

個人情報保護審査に関する事項で審査会や諮問先を鳥取県へ変更するために関係する規約の廃止
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や新たな規約の制定に関する協議、それに関する日野病院組合情報公開条例等の一部改正、令和

５年度補正予算３件、令和６年度当初予算３件の１２議案が提案され、全て原案どおり可決され

ました。 

 補正予算は、病院事業会計、在宅介護支援事業会計、診療所事業会計の決算見込みに基づくも

ので、３事業合計で収益的収支は４，４１４万８，０００円の黒字決算が見込まれております。 

 当初予算では、３事業合計の収益的収支を１，７２７万７，０００円としております。施設整

備等経費としましては、眼科用ＹＡＧ（ヤグ）レーザー手術装置、事務室系統空調機更新など４，

４０２万９，０００円が計上されております。 

 議案以外では、病院職員の異動及び採用の報告があり、医師では、平成３０年４月から内科の

医長として勤務をいただいておりました佐々木修一医師が３月末をもって退職されることとなり

ました。佐々木医師には内視鏡検査などの各種検査をはじめ、訪問診察や診療所等で勤務をいた

だくとともに、院内感染対策の担当医師として御尽力をいただいたところでございます。次に、

鳥取県派遣医師の平井実佳子医師及び加藤弘之医師の２人が他の病院に異動されます。４月から

は、外科医長として安来市立病院から久光和則医師に来ていただくこととなりました。久光医師

には、外科の外来診療、入院診療、手術などに御尽力していただく予定となっております。また、

鳥取県派遣医師として、鳥取県立厚生病院から堂坂怜香医師に来ていただくことが決定しており

ます。そのほか、４月１日付で看護師２名が採用される予定となっております。 

 次に、寄附採納について御報告いたします。 

 ２月２９日には、一般社団法人日野町観光協会会長、小谷澄男様から、令和５年度分の事業収

益金の一部を町に御寄附いただきました。このたびの寄附も、今回で１４回目の寄附となります。

このたびの寄附採納金は２００万円。累積で申しますと５，７２０万円を頂いたことになります。

多年にわたって御寄附を賜り、心からお礼申し上げますとともに、頂戴いたしました寄附金は、

趣旨に沿って有効に活用させていただきたいと存じます。本当にありがとうございました。 

 さらに同日、「中山間地域における持続的な地域づくり」と題し、日野町リノベーションＬａｂ

の研究成果報告及びパネルディスカッションを旧黒坂小学校で開催いたしました。第１部では、

農林水産政策研究所からは、「高齢者における地域活動への参加状況としあわせの関係」、「食料品

アクセス問題の解決に向けた地域住民の意識評価～移動販売車を事例に～」、島根県中山間地域セ

ンターからは、「持続可能なふるさとづくりへ向けた他出子・関係人口との共創」と題して報告が

ございました。また、内閣府地方創生推進事務局参事官、西尾利哉様より「移住支援事業を通し

た地方創生の取組」ということで、国の政策について御説明をいただいたところでございます。 
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 第２部では、第１部の登壇者に地域の住民の方、鳥取県、ＬａｂのメンバーであるＮＰＯ法人

ノームの吉田理事長を加え、パネルディスカッションを行いました。当日、現地で参加された方々

は５５名、ウェブでの参加は１００名と盛況のうちに終了したと考えております。いずれも専門

家の視点からの研究、提言が行われ、今後の政策に反映させていきたいと考えております。 

 そして、３月１日、鳥取県立日野高等学校の卒業式が行われ、来賓として参列いたしました。

今年度は多くの保護者の皆様や来賓の方々が参列して執り行われ、３７名の生徒が希望を胸に日

野高校を卒業されました。高校や地域の中での学びや経験を糧として、今後もますます活躍され、

将来の地域社会を担い貢献されることを期待しております。 

 以上が一般行政報告でございます。 

○議長（中原 信男君） 次に、令和６年度一般財団法人日野町農林振興公社事業計画及び収入支

出予算について報告を求めます。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） 一般財団法人日野町農林振興公社の令和６年度の事業計画及び収入支出

予算について御報告申し上げます。 

 これは、令和６年２月１６日に一般財団法人日野町農林振興公社理事会が開催され、令和６年

度の事業計画及び収支予算が承認されましたので、その概要について御説明いたすところでござ

います。 

 内容につきましては産業振興課長から説明させますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（中原 信男君） 五百川産業振興課長。 

○産業振興課長（五百川和久君） 令和６年度一般財団法人日野町農林振興公社事業計画及び収支

予算について、その概要を御説明いたします。 

 お手元の資料１ページを御覧ください。最初に、令和６年度事業計画ですが、各事業とも令和

５年度の実績見込みを勘案し、事業計画を立てております。 

 まず、農作業受託事業について、水稲作業の荒起こしから秋起こしにかけて、担い手が受託し

たことにより、受託戸数、面積の減少を見込んでおります。あぜ塗りは昨年度同様、牧草梱包は

和牛農家及び収穫回数の減などにより、受託戸数、面積が減少しております。 

 次に、転作等受託作業について、ソバは高齢により水稲作付からソバ作付に変換し、受託戸数、

面積が増加しております。また菜種刈取り作業につきましては、昨年度同様としております。 

 次に、利用権設定、その他事業の欄を御覧ください。近年、担い手だけでは農地を維持できな

いため、公社への利用権設定をされる農家が増加傾向にありますが、ほぼ昨年同様としておりま
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す。このため、前年度に対し、大豆、牧草の作付は１．１ヘクタール減少し、ソバは１．３０ヘ

クタール増加の１１．４５ヘクタールを利用権設定する計画としております。 

 それぞれ個別の作業内容につきましては御覧ください。 

 最後に、地域プラン最後の年度となる本年度の地域プランに基づく堆肥散布支援は、化学肥料

の高騰による化学肥料の低減のため、堆肥量に転換し、全体で１１０戸、５０ヘクタールを想定

しております。 

 次に２ページを御覧ください。令和６年度収入支出予算書です。 

 最初に、事業活動収入です。１の基本財産運用収入は、定期預金利子、２の受託事業収入は、

令和５年度の実績見込みから算出しております。実績見込みに比較して、耕うん作業から運賃は、

受託戸数、面積の減による減額を見込んでおります。一般転作受託作業及び堆肥散布作業は、前

年度同様を見込んでおります。その他作業はモアによる草刈りや水路掃除等の作業量の減による

減額を見込んでおります。３のソバ等事業収入は、脱皮作業の減により、販売収入の減額を見込

んでおります。５の補助金等収入は、持続可能な公社運営を確保するため、町から公社への人件

費等の補助及び特定地域づくり事業負担金です。６の地域プランに伴う補助金収入は５２５万円

を計画しております。事務職員１名の人件費、共済費等の補助、堆肥散布や運搬支援に係る補助

を計上しております。７の駐車場管理収入は昨年どおり計上しております。９のその他収入の経

営所得安定対策交付金は、前年度に比較し６０万円の減額を見込んでおります。 

 収入合計は２，８３５万４，０００円で、対前年比６３２万８，０００円の減額となっており

ます。主な減額内容は、農業用機械購入計画がないことから、機械購入補助金の減額であります。 

 続きまして、３ページの事業活動支出を御覧ください。令和５年度の実績見込みから、令和６

年度計画を算出しております。最初に１の管理運営費ですが、合計で１，０８６万１，０００円、

対前年比２７万２，０００円の増額となっております。公社の職員については、事務局長１名、

事務職員１名、嘱託職員１名の体制で、農家の下支えを引き続き行いたいと考えています。内訳

は御覧ください。２の受託事業費支出は合計１，５６１万３，０００円で、対前年比６８５万円

の減額となっております。これは、特定地域づくり事業組合１名に係る利用料、堆肥散布に伴う

堆肥料及び軽トラックの購入費を計上しております。３のソバ等受託生産は合計１４７万円で、

対前年比５万円の増額です。内訳は御覧ください。 

 下段の支出合計については、総額が２，８３５万４，０００円で、対前年度比６３２万８，０

００円の減額となっており、農業用機械修繕料の減額及び農業用機械導入費の減額が主な要因と

なっております。詳細につきましては御覧ください。 
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 説明は以上です。 

○議長（中原 信男君） 以上で諸般の報告を終わります。 

─────────────・───・───────────── 

  日程第４ 施政方針 

○議長（中原 信男君） 日程第４、町長が施政方針を行います。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） 令和６年日野町議会３月定例会の開会に当たり、町政の推進について私

の所信の一端を申し述べ、議員各位並びに町民の皆様の御理解と御協力を賜りたいと存じます。 

 最初に、今年１月１日に石川県能登地方を中心とした最大震度７の大きな地震が発生いたしま

した。この地震により多くの方が犠牲となられ、被災されましたことに心よりお悔やみ申し上げ

ますとともに、お見舞い申し上げたいと存じます。 

 正月元日の夕方ということもあり、御家族で正月をお祝いし、団らんの中での地震でございま

した。地震から２か月が経過する中、今なお水道の断水などインフラの復旧にはまだまだ時間を

要する状況で、多くの皆様が避難生活を余儀なくされておられるところでございます。本町では、

平成１２年１０月に鳥取県西部地震で震度６強に見舞われ、道路、水道、農業施設、住宅などが

被災し、多くの方々からの支援をいただきながら復旧復興いたしました。そのときの感謝の気持

ちを忘れることなく、能登半島地震で被災された地域が一日でも早く復旧復興されるように願う

とともに、町としてもできる限りの支援をさせていただきたいと思います。 

 さて、私も２期目の町政運営を担わせていただいてから２年が経過し、折り返し地点となった

ところでございますが、この間、議員の皆様をはじめ、町民の皆様からは多くの御支援と、厳し

くも温かい御指導をいただきましたこと、高い席からではございますが、お礼申し上げますとと

もに、町長としての職責の重大さを再認識してるところでございます。 

 昨年を振り返ってみますと、新型コロナウイルス感染症との闘いが３年を経過する中、５月８

日には、新型コロナウイルス感染症法上の位置づけが２類相当から季節性インフルエンザと同じ

５類に引き下げられました。それまで私たちは、感染症対策の面から様々な行動に制限を受け、

社会生活や経済活動に与えた影響は想像以上に大きいものがございましたが、５類に引き下げら

れたことにより、徐々にではございますが、コロナ禍前に生活を取り戻しつつあります。 

 一方、世界を見ますと、ロシアによるウクライナ侵攻が長期化し、依然、石油をはじめとする

エネルギー価格や原材料価格が高騰し、加えて数十年ぶりとなる円安水準も重なったことにより、

様々な物の値段が高止まりする中、昨年１０月には、ハマスによるイスラエルの越境攻撃と、イ
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スラエル軍によるガザへの侵攻により、多くの貴い命が奪われ、今なお終息への道のりは見えず、

中東情勢が緊迫している状況が続いております。 

 そのような中、物価高騰で大きな影響を受けた町民の皆様の生活支援策として、新型コロナウ

イルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用しながら、町民１人当たり１万円分の地域商品券を

お配りしたくらし応援商品券事業や、１世帯当たり１万円分の燃料購入券をお配りした灯油・ガ

ソリン・ＬＰガス購入助成事業などを行い、町民の生活及び町内事業所への下支えを行ってまい

りました。 

 また４月には、小学校と中学校を統合し、小中一貫の日野学園が開校し、全校生徒児童１１１

人で、新たな学びやでの学校生活がスタートいたしました。 

 廃校となった旧黒坂小学校では、町が抱える中山間地域の問題、特に人口減少に対して課題解

決を行うため、産官学が連携し、地域の活動拠点となるためのリノベーションＬａｂの取組や、

旧日野中学校では、子供たちを見守りながら親子で楽しめる遊び場として、しいたん広場をスタ

ートさせました。 

 コロナ禍では縮小を余儀なくされていたイベントや行事などが徐々に再開されるようになり、

６月に行われた鵜の池マラソンでは、県内に限定していた参加者を全国に広げたり、７月には４

年ぶりにねう祭りが行われ、根雨の町なかを踊り子の列が練り歩き、夏の夜空に花火が打ち上げ

られました。９月には町民運動会の趣向を変え、ニュースポーツ大会として開催するなど、コロ

ナ禍以前のにぎわいを取り戻せるよう、にぎわいの機運づくりに取り組んだところでございます。 

 さて、町民の皆様と共に、日野町の資源を生かした第２次きらり日野町創生戦略を着実に推し

進めてまいりましたが、本年度５年目の最終年度となります。現行の戦略に関する事業の総仕上

げと、次期戦略に向けた検討を進めてまいります。 

 その基本となる視点は、１つには、若者・子供が住む未来につながる持続可能なまち。まちを

維持していくために、一人でも多くの若者が住み、子供が誕生し、地域で子供を育て、地域を愛

し、支えていく人材を育成するサイクルを持続するように取組を進めます。 

 ２つ目には、住民が生きがいをもって自ら考え実行する住民主導のまち。住民がそれぞれの役

割と責任を分担し、住民同士で手を取り合いながら、それぞれが生きがいを持って考え、決定し、

実行していく住民主導のまちづくりを進めるとともに、行政がそれをしっかりと支えてまいりま

す。 

 ３つ目には、地域資源を活用した賑わいのあるまち。町内の各所にある地域資源を地域の知恵

や創意工夫で産業振興、まちの活性化に有意義に活用し、心豊かに暮らすことで人を呼び寄せる、
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にぎわいのあるまちづくりへの取組を進めます。 

 ４つ目には、みんなの笑顔が光る安心安全なまち。日野町町民憲章の第１番目に、「人権を重ん

じ、いのちとくらしを大切にしよう」とあるとおり、一人一人を大切にし、そこから始まる人と

人とのつながり、絆を大きな力として、子供から高齢者まで、笑顔で安心して暮らすことができ

るために、住民の生命財産を守る災害に強いまちづくりや健康で過ごすことができる福祉のまち

づくりの取組を進めます。 

 これら４つの視点を堅持して、人と人とのつながりを大切にし、生きがいを持って安全で安心

して暮らせるまちづくり、暮らしている人たちが住んでよかったと思えるまち、将来を担う子供

たちが誇りを持って未来に引き継いでいけるまちづくりを目指してまいります。 

 具体的には、まちづくりを集落機能の維持・移住・定住、そして子育て・幼児教育など７つの

分野に体系づけて施策を進めてまいります。 

 したがいまして、令和６年度の当初予算案の重点政策は、この第２次きらり日野町創生戦略を

柱とするものでございます。 

 それでは、令和６年度の重点政策について御説明申し上げたいと思います。 

 第２次きらり日野町創生戦略の７つの分野に沿って御紹介してまいります。 

 まず、１つ目の分野は、集落機能の維持・移住・定住でございます。 

 町では、少子高齢化、過疎化により人口減少が進行し、集落機能が低下してきております。効

率的な自治会運営や自主活動の促進、若者や子育て世代の移住定住の促進、町内出身者のＵター

ンの促進を進めてまいります。 

 具体的に集落機能の維持存続では、集落機能の礎である話合いの場づくりや、地域の仕組みづ

くりを促進するため、引き続き集落支援員、地域づくり事業推進員、地域活動支援交付金を組み

合わせた取組を進めてまいります。町では、中山間の地域振興の課題である人口減少や高齢化社

会から生ずる課題に正面から立ち向かう方法として、一つの集落では支え切れなくなったものを

集落間のネットワークで支える仕組みとして、小さな拠点づくりを推進しており、第１号となっ

た菅福地区の高宮の郷に続いて、現在、高尾・後谷・金持エリアで拠点化による地域を支える仕

組みづくりを進めております。また、この仕組みを全町に広げていくよう推進を図り、人口が減

少しても、暮らし続けることができるよう、集落と行政が一体となり取り組んでまいります。 

 そのためには、現在、主には話合いによる集落活動のきっかけづくりに利用していただいてい

る地域活動支援交付金について、さらなるチャレンジに向かう自治会への研修や人材育成、さら

には地域活動の実践について、引き続き支援してまいります。 
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 次に、移住・定住に関する政策について。 

 本町の人口は、本年１月１日現在で２，７２０人であり、昨年同日の２，８３９人と比べ、１

１９人減少しております。一昨年から昨年の６０人の減少と比べ、減少幅が増加しております。

この速度をできるだけ緩やかにしていくためには、若い世代に住み続けてもらえる環境を整え、

Ｕターン者などの移住者を引き続き呼び込んでまいります。加えて、就職や進学などといった日

野町を出られる方にも、引き続き日野町との関係を保っていただけるような仕組みづくり、将来

のＵターンにつなげてまいりたいと思います。 

 令和５年度には、移住の予備軍となる関係人口を確保するため、特に若い層の確保に向けて、

従来の同窓会助成に加え、ふるさと住民票登録を条件に、学生の帰省費用を支援する制度を新設

いたしました。現行の補助制度を継続するとともに、今年度は若年層でふるさと住民票登録をし

た方や、紹介した方に記念品をお送りする事業や、子供の遊び場であるしいたん広場や子ども食

堂などソフト面での環境整備を進め、若年層の関係人口を拡大し、町や集落の事業への参加や、

将来的な移住に期待しながら、関係人口をはじめとする町外の移住希望者への情報発信に注力し

てまいります。 

 さらには、人口の減少が進む中、町を維持していくためには、若者が住み、子供が誕生し、地

域で育てていくサイクルを維持していくための魅力ある環境整備が必要でございます。本年度か

ら野田地内にある世帯向け住宅の隣の地に建設候補地として新たに世帯向け住宅の建設準備を進

めてまいります。一戸建て住宅４棟を令和８年４月には入居できるよう、建設用地を取得し、完

成を目指してまいります。 

 第２の分野は、子育て・幼児教育でございます。 

 結婚、出産、子育てまでの切れ目のない支援や安心して子育てできる環境づくりを進めていく

ため、全ての妊産婦、子供、子育て世帯を一体的に相談支援を行う機能を有する子ども家庭セン

ターを新たに設置いたします。 

 また、出産・子育て応援交付金、出生祝い金、育児パッケージ、すくすく子育て支援金、家庭

子育て支援金、小中学生等応援支度金、ごみ袋支給事業など支援制度を継続し、経済的にも子育

て支援の充実を図ってまいります。さらに、１８歳以下の児童の医療費無償化については、既に

本町では取り組んでいるところでございますが、令和６年度からは、県の特別医療費助成制度と

して、県内どこでも利用しやすい制度として、子育て環境の向上に努めてまいります。 

 ひのっこ保育所では、令和６年度は４７名程度の入園が予想されております。令和２年度より

保育料を無償とし、令和３年度は時間外保育、土曜保育ができる体制を整え、町内で安心して子
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供を産み、育てることができる環境整備を進めてまいりました。 

 また、子育てを支援するため、子育て支援室おひさまひろばを引き続き開設し、保護者のニー

ズに合った講座の開設や情報発信を行ってまいります。 

 おひさまひろばや家庭教育支援チームの事業などでは、家庭訪問などによりアウトリーチ型の

子育て支援も行ってまいります。より充実した幼児教育を展開するため、保育士の研修機会と内

容の充実を図り、遊び切る子供を育むことができる専門的力量を身につけ、保育士の一層の資質

向上を図ってまいります。 

 病児・病後児保育室につきましては、日野病院に業務を委託することで、診察から利用までの

手続の簡素化を図るなど、御利用いただきやすい仕組みを整え、令和４年度から５年度において

も、利用者が大幅に増加いたしました。さらに、より多くの皆様に利用いただけるような体制や

環境について検討し、引き続き、必要な人員を配置し、一人一人の発達に応じた保育を行ってま

いります。 

 次に、第３の分野は、学校教育・社会教育でございます。 

 令和６年度の日野学園の児童生徒数は、前期課程１年生から６年まででございますけども、７

３名、後期課程７年、８年、９年生３６名、合計１０９名の予定でございます。令和５年４月に

施設一体型の義務教育学校として開校した日野学園では、１年生から９年生までが同じ学校の中

で互いに切磋琢磨し、様々な課題を創意工夫により乗り越えていきながら学び、特色のあるより

よい学校づくりに取り組んでおります。そして、独自教科、はばたき科を核として、ふるさとキ

ャリア教育を推進し、ふるさとを愛し、心豊かにたくましく羽ばたく子供たちを育てていきます。 

 町を持続させるためには、将来の日野町をつくる人材を育てていかなければなりません。自然、

歴史文化、人物など、地域のよさを学び、郷土への愛着と誇りを醸成する学習を体系的に行うと

ともに、体験、探求活動を通して、子供たちが生まれ育った地域に貢献しようとする意欲を養っ

てまいります。そのために、保護者の皆様や地域の皆様の参画を得ながら、コミュニティ・スク

ールと地域学校協働活動を一体的に進めてまいります。 

 また、学校施設環境を整備するため、令和６年度は日野学園グラウンドの改修工事を実施し、

排水状況などを改善して、円滑に利用できるよう、快適な環境づくりを行います。 

 日野高校の魅力向上につきましては、引き続き日野郡３町と鳥取県、日野高校が連携し、これ

まで以上に魅力の発信に努め、入学者の増を目指してまいります。 

 また、公設塾まなびや縁側においては、高校生が地域への理解を深めることによって、ふるさ

とに貢献できる人材の育成を進めてまいります。 
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 社会教育では、公民館を中心に社会を生き抜く上で必要な自立、協働、創造に向けた力を生涯

を通じて身につけていただくことができるよう、町民の皆様が直面する課題や社会の多様な課題

に対応した質の高い学習を充実させるとともに、学習成果が広く活用されるような機会をつくっ

てまいります。 

 第４の分野は、産業・雇用の分野でございます。 

 まず、本町の基幹産業である農林業についてでございます。 

 農業につきましては、日野町がんばる地域プランの取組開始後５年目の最終年度を迎えること

から、取組の定着を図るため、白ネギ、ピーマン、ブロッコリー、シイタケの農産物４品目の生

産振興に加えて、チャレンジ品目として、生産拡大や特産品化が進められている青パパイヤ、ス

イートコーンの生産振興を図ります。 

 また、循環型農業の実践につながる堆肥散布の継続実施、農林振興公社の人員体制を維持する

とともに、新たに地域おこし協力隊制度を活用した人員確保に取り組み、作業受託や利用権設定、

地域計画の作成による業務量の増加に対応することで、担い手と共に、本町の農業を支えてまい

ります。 

 さらに、本町の米作りを守り、継続維持するため、水稲苗代助成制度の継続実施や、経営移譲

のための親元研修支援など、意欲ある農家を下支えし、本町の農業・農村をしっかり守っていく

取組を推進してまいります。 

 これに加えて、有害鳥獣による農作物被害を防ぐため、引き続き侵入防止柵の設置を推進し、

農地保全を図るとともに、人材確保に向けた取組として、銃免許を取得する新規狩猟者への経費

助成などの取組も進めてまいります。 

 次に、林業につきましては、手つかずとなっている森林の整備を推進し、災害に強い森づくり

のため、森林所有者への意向調査や集積計画の作成、間伐や皆伐の実施及び路網整備など森林環

境譲与税を活用した取組を進めます。 

 また、林業専用道金持朝刈１号線の舗装改良、スマート林業の推進を図る鳥取日野森林組合の

支援、さらには林業の担い手を確保するため、インターンシップの受入れ支援や新たな林業従事

者の町内への移住定住を図るための家賃補助を継続してまいります。 

 次に、商工業についてでございます。 

 新型コロナウイルス感染症の５類移行後、人の移動が回復し、活発化しつつある中、本町の地

域経済活性化のためには、地元商工会との連携した取組を進めていくことが重要でございます。

このため、中小企業の経営相談や融資相談、講習会などの経営支援、にぎわい創出につながるイ
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ベント実施支援、消費喚起のための飲食店スタンプラリーの実施、観光振興のためのサイクルツ

ーリズムの推進など、町商工会が行う地域経済活性化に向けた事業を支援するとともに、中小企

業の資金繰り支援、起業・創業への支援など、町商工会と一緒になって地域産業の活性化を図っ

てまいります。 

 最後に、観光業についてでございます。 

 本町の地域経済活性化のためには、観光客の方に本町にお越しいただくことも重要でございま

す。この４月からは、新型やくも車両が、伯備線での運行が始まり、令和７年４月には上菅駅が

開業１００周年を迎えます。引き続き観光担当職員やにぎわいづくりコーディネーターを配置し、

観光情報の発信やイベント企画などを通じた観光振興に取り組んでまいります。 

 また、昨年に続き、「ＷＥＳＴ ＥＸＰＲＥＳＳ 銀河」の根雨駅停車を生かし、根雨のまち観

光大使の根雨つむぎを活用した乗客へのおもてなしを行うことで、町外からの誘客につなげ、交

流人口、関係人口の拡大を図ってまいります。 

 あわせて、本町の観光資源であり、町内外から誘客が見込まれる鵜の池公園キャンプ場や滝山

公園を適切に管理するとともに、星空保全地域として指定された優れた星空環境を生かした星空

観察会の開催など、地域資源や観光資源の活用に取り組んでまいります。 

 金持テラスひのやオシドリ観察小屋につきましては、円滑な管理運営を継続しながら、観光客

の方に本町の魅力をお伝えしてまいります。このほか、たたら文化の普及活動やイベント開催な

どに取り組む伯耆国たたら顕彰会への支援などにより、たたらをキーワードとした観光地づくり

を進めてまいります。 

 第５の分野は、まちづくりでございます。 

 誰もが心豊かで潤いのある生活や生き生きと輝き活力ある社会を実現する取組などを進めてま

いります。 

 まずは、ねんりんピックについてでございます。 

 今年、鳥取県内を会場に、ねんりんピックはばたけ鳥取２０２４が１０月１９日から２２日の

４日間開催されます。日野町はソフトテニスの会場となっており、全国から多くの選手や関係者

がお越しになられます。ソフトテニス大会だけではなく、おもてなしイベントや健康教室なども

開催することとしておりますので、町全体で盛り上げていく大会にしてまいりたいと思います。 

 次に、生活交通確保対策事業についてであります。住民から高い評価もいただいている、高齢

者等がワンコインでドア・ツー・ドアの利用ができる町営タクシーや町営バス路線の運行を引き

続きタクシー助成と併せて実施し、現在の運行体制を維持し、安心で使いやすい移動手段の確保
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に努めてまいります。 

 次に、住民の皆様の買物支援となっている移動販売事業についてでございます。 

 県内でも先行して事業承継し、町内隅々まで届く、買物支援、見守り福祉、暮らしの支援は、

合同会社ひまわりが受託し、安定して経営いただいております。 

 県内で食料品店やスーパーの店舗の閉店が相次いでおります。住民の食を守るという観点から、

町内の食料品店についても県の支援をいただきながらサポートしてまいりたいと思います。 

 次に、日野学園の開校に伴う黒坂小学校及び日野中学校の跡地利用についてでございます。 

 旧黒坂小学校は日野町リノベーションＬａｂという研究所、多様な集いの場、コワーキングス

ペース、起業創業スペースなど多様な利用ができる場として利活用を進めております。今年度は

スタッフを１人常駐させ、安心していつでも利用できる場として、子ども食堂やカルチャーセン

ターを追加して、さらなる利活用を進めていき、地域の拠点、よりどころとして、充実させてい

くため、一部施設の改修を実施してまいります。 

 旧日野中学校につきましては、引き続き、しいたん広場を毎週土曜日、日曜日に開設して、親

子連れで過ごしていただけるよう、一層取組を進めてまいります。 

 さらに、旧学校施設につきましては、日野町立学校跡地利用検討委員会に答申いただいた報告

書に基づいて利用検討を進めておりますが、今年度はサテライトオフィスなどの利用について検

討を進めてまいります。 

 次に、皆さんに御覧いただいているチャンネルひのについてでございます。 

 今年契約を更新し、３期目の契約ということになります。当初より生きた情報発信、さらには

住民参加や意識の高揚を促すことなどを目標に掲げておりますが、新しい契約を機に、新たな企

画を計画し、皆さんに喜んでいただけるよう取り組んでまいります。 

 次に、デジタル化への取組についてでございます。 

 デジタルディバイド、いわゆる情報格差の対策として、昨年度スマートフォンを用いて町の行

政情報を発信するアプリや気軽にフレイルチェックができるシステムの導入を行いました。今年

度も高齢者の方向けのスマートフォン購入助成や操作などを学んでいただくためのスマホ教室を

開催し、デジタル技術の普及に取り組んでまいります。 

 また、今年度は、行政情報を発信するアプリからでも見られるよう、町内の土砂災害警戒区域、

浸水マップのほか、避難所情報、ＡＥＤ・消火栓の位置情報などをウェブ上で閲覧できるよう、

専用サイトを作ってまいります。災害時には、通行止め情報、避難所開設情報等も発信し、地域

住民等に正確な情報を伝えるとともに、迅速な避難行動につなげていき、便利で安全で安心な生
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活が送れる体制を構築してまいります。 

 次に、簡易水道の整備についてでございます。 

 中菅地区にあります黒坂地区簡易水道施設の水源地につきましては、昨年度実施予定でありま

した試掘井戸掘削工事の再検討を行い、本年度は本井戸掘削と揚水量及び水質検査を実施し、変

更認可申請を行います。令和７年度には、配管・機械設計及び工事に着手し、令和８年度の供用

開始を目指してまいります。 

 最後に、運動、スポーツは体力を向上させ、豊かな心と健やかな体を育む基礎となります。ま

た、伝統、文化芸術に触れ、地域への理解を深めることは、郷土を愛し、豊かな人間性を持った

人材の育成にもつながるものと考えております。 

 ソフトテニスやカヌーなど、日野町の特色あるスポーツの普及振興に引き続き努めてまいりま

す。また、ニュースポーツ大会などの開催において、幅広い世代の、より多くの町民の皆様に参

加いただけるよう、内容などについて検討してまいります。 

 また、文化センターでの公演など事業の実施を通し、芸術文化活動を推進してまいります。 

 日野町図書館では、学校図書館及びひのっこ保育所との連携の中で、図書の充実と読書活動を

推進してまいります。また、情報提供や展示等の場を設置し、住民が集う場としての活用を進め

てまいります。 

 文化財に関しましては、文化財保存活用地域計画に基づき、地域社会総がかりによる文化財の

保存活用を進めてまいります。また、遺跡や町並み、伝統芸術等の歴史、町の優れた自然を地域

資源として積極的に生かした取組を進めてまいります。 

 第６の分野は、保健・医療・福祉でございます。 

 まず、医療についてでございます。 

 町として、住民の皆様に安心して暮らしていただくためには、現在の医療提供体制を維持して

いくことが重要です。地域医療の維持存続に向けて、日野病院を中心に、日野郡内の医療機関と

の連携を強化し、機能分化を進めていくことと、小児科医の共同雇用をはじめとする医師確保の

取組をさらに強化し、今後の医療資源確保に全力で取り組んでまいります。 

 今年度は自治体病院の医師不足解消のため、鳥取県と関係自治体による支援を実施し、鳥取大

学医学部地域医療学講座による総合診療医の育成確保に協力することとしております。 

 また、令和４年度から開始しました、帯状疱疹ワクチンの予防接種費用の助成につきましては、

引き続き実施し、重症化の予防を図ってまいります。 

 次に、がん検診率向上に関する取組でございます。死亡原因として最も多いがんを早期発見す



－22－ 

るには、がん検診が欠かせません。長年、受診率が伸び悩んでいる集団がん検診の自己負担を無

償化することにより、早期発見、早期治療につなげ、住民の健康増進につなげてまいります。さ

らには、スマートフォンによる検診予約ができる仕組みにより、検診を受けやすい体制を整備し

てまいります。 

 次に介護でございます。 

 今年度は介護保険事業計画の見直しの年であり、町では、令和６年度から令和８年度までの第

９期介護保険事業計画を策定いたしました。介護保険料につきましては、第８期計画では月額基

準が６，８５９円でありましたが、第９期計画では、次期計画では５，９５９円に引き下げるこ

ととなりました。 

 国全体の社会保障費に対する負担が増加する中で、百歳体操などの介護予防事業をさらに充実

させ、健康寿命の延伸に取り組むなど、今後も住民の皆様の負担軽減となるよう事業展開を図っ

てまいります。 

 また、この春からスマートフォンでフレイル度チェックができる仕組みをスタートさせてまい

ります。 

 次に福祉でございます。 

 一人一人が生きがいや役割を持ち、助け合いながら暮らしていくことができる地域共生社会が

実現できるよう、取組を強化してまいります。今年度は日野町社会福祉協議会を中心とした送迎

支援の仕組みづくりに取り組み、今後の発展に期待する事業にしていきたいと考えております。 

 第７分野は、防災・減災でございます。 

 根雨地区の急傾斜地崩壊対策事業を引き続き実施します。本事業は県営事業で実施されており、

本年度は根雨２区側の落石防護柵設置工事に着手します。工事完成は令和７年度を予定しており、

山の斜面の崩落・落石を防ぎ、関係地元住民の皆様の安心を確保してまいります。 

 次に、耐震化住宅の推進についてでございます。 

 今年１月に発生しました能登半島地震では、多くの家屋が倒壊する被害が発生し、家屋の耐震

化が全国的に問題となっております。鳥取県には地震を引き起こす断層が複数あり、今後の地震

対策として、震災に強いまちづくり促進事業補助金を創設し、住宅の耐震化対策を推進します。

耐震診断費用の助成、診断結果に基づく改修費用等の助成を行い、住まいの耐震化を支援してま

いります。 

 次に、耐震性貯水槽の整備についてでございます。 

 火災時に被害を最小限に食い止め、住民の生命財産を守るため、確実な水利を確保することが
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できる耐震性貯水槽の整備を年次的に実施しておりますが、今年度は野田地区、中菅中央（岡）

地区、それぞれ１基ずつ設置し、地域の安心安全を確保してまいります。 

 次に災害に備えるインフラ整備でございます。 

 町が管理する９８の橋梁、４か所のトンネルは、５年に一度の点検及び診断が義務づけられて

おり、その診断結果により、計画的に補修等を行っております。本年度は３２の橋の点検、３つ

の橋の修繕工事を実施し、長寿命化対策を進めてまいります。 

 全町一斉防災訓練では、昨年度よりコロナ前の実践的な防災訓練を再開しておりましたが、能

登半島地震を踏まえ、訓練を通じて、地域防災力の向上を強化してまいります。 

 町の防災力を維持する上で、ソフト面での大きな課題の一つは、町の消防団員の確保でござい

ます。町の防災力の大きな要の一つが、町の消防団であることは明らかでございます。しかしな

がら、人口減少、高齢化に伴い、消防団員の新規加入あるいは定着は年々厳しさを増しておりま

す。引き続き団員の確保、定着を図りたいと思います。 

 以上、令和６年度の当初予算における主要事業について申し述べました。人口が減少していく

中にあっても、人と人とのつながりを大切にし、生きがいを持って安全で安心して暮らせるまち、

暮らしている人たちが住んでよかったと思えるまち、将来を担う子供たちが誇りを持って未来へ

引き継いでいけるまちづくりを念頭に据え、町民の皆様一人一人が行政に参加される、その下、

一体となって創意工夫を凝らしながら、全力で町政の運営に推進してまいりますので、議員各位

並びに町民の皆様の御理解と御協力をお願い申し上げ、施政方針といたします。 

─────────────・───・───────────── 

  日程第５ 議案第３号 から 日程第２８ 議案第２６号 

○議長（中原 信男君） 日程第５、議案第３号、鳥取県西部町村情報公開・個人情報保護審査会

の共同設置の廃止に関する協議についてから日程第２８、議案第２６号、令和６年度日野町下水

道事業会計予算までを一括議題といたしたいと思いますが、これに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中原 信男君） 異議がないようですので、一括議題とし、順次説明を求めます。 

 それでは、日程第５、議案第３号、鳥取県西部町村情報公開・個人情報保護審査会の共同設置

の廃止に関する協議について、提出者の説明を求めます。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程されました議案第３号、鳥取県西部町村情報公開・個人情

報保護審査会の共同設置の廃止に関する協議について御説明申し上げます。 
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 これは、鳥取県西部町村情報公開・個人情報保護審査会の共同設置を廃止することに関し協議

することについて、地方自治法第２５２条の７第３項において準用する同法第２５２条の２の２

第３項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 

 詳細につきましては総務課長に説明をさせますので、御審議いただきますよう、よろしくお願

いいたします。 

○議長（中原 信男君） 景山総務課長。 

○総務課長（景山 政之君） 議案第３号、鳥取県西部町村情報公開・個人情報保護審査会の共同

設置の廃止に関する協議について御説明いたします。 

 ２ページ、情報公開審査会、個人情報保護審査会に係る事務処理の委託先の変更についてを御

覧ください。 

 日野町の情報公開及び個人情報保護の審査会に係る事務については、現在、鳥取県西部町村の

１２団体で共同設置している鳥取県西部町村情報公開・個人情報保護審査会に委託しております

が、これを廃止し、令和６年４月１日より、鳥取県情報公開・個人情報保護審査会に委託をする

ものでございます。 

 共同設置した機関を廃止しようとするときは、地方自治法により、関係団体間で協議の上行う

こと及びその協議をする際は事前に議会の議決を得なければならない旨が定められており、別紙

協議書を締結いたしたく、このたび議会の承認をお願いするものでございます。 

 説明は以上でございます。 

○議長（中原 信男君） 日程第６、議案第４号、日野町と鳥取県の間における個人情報の保護に

関する法律に基づく合議制の機関に係る事務の委託に関する規約を定める協議について、提出者

の説明を求めます。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程されました議案第４号、日野町と鳥取県の間における個人

情報の保護に関する法律に基づく合議制の機関に係る事務の委託に関する規約を定める協議につ

いて御説明申し上げます。 

 これは、個人情報の保護に関する法律に基づく合議制の機関に係る事務の委託に関する規約を

定める協議を鳥取県とすることについて、地方自治法第２５２条の１４第３項において準用する

同法第２５２条の２の２第３項本文の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 

 詳細につきましては総務課長に説明させますので、御審議いただきますよう、よろしくお願い

いたします。 
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○議長（中原 信男君） 景山総務課長。 

○総務課長（景山 政之君） 議案第４号、日野町と鳥取県の間における個人情報の保護に関する

法律に基づく合議制の機関に係る事務の委託に関する規約を定める協議について御説明いたしま

す。 

 ２ページ、情報公開審査会、個人情報保護審査会に係る事務処理の委託先の変更についてを御

覧ください。 

 先ほどと重複いたします部分もございますが、日野町の情報公開及び個人情報保護の審査に係

る事務については、現在、鳥取県西部町村の１２団体で共同設置している鳥取県西部町村情報公

開・個人情報保護審査会に委託しておりますが、これを廃止し、令和６年４月１日より、鳥取県

情報公開・個人情報保護審査会に委託するものでございます。 

 合議制の機関に係る事務の委託に際しては、地方自治法により、関係団体間で協議の上、規約

を定めて行うこと及びその協議をする際は事前に議会の議決を得なければならない旨が定められ

ており、個人情報の保護に関する法律に基づく合議制の機関に係る事務のうち、法律にその根拠

があるものを対象に、鳥取県情報公開・個人情報保護審査会に事務を委託することについて、別

紙規約のとおり、鳥取県と協議いたしたく、このたび議会の承認をお願いするものでございます。 

 説明は以上です。 

○議長（中原 信男君） 日程第７、議案第５号、日野町と鳥取県の間における情報公開条例及び

議会個人情報保護条例に基づく合議制の機関に係る事務の委託に関する規約を定める協議につい

て、提出者の説明を求めます。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程いただきました議案第５号、日野町と鳥取県の間における

情報公開条例及び議会個人情報保護条例に基づく合議制の機関に係る事務の委託に関する規約を

定める協議について御説明申し上げます。 

 これは、情報公開条例及び議会個人情報保護条例に基づく合議制の機関に係る事務の委託に関

する規約を定める協議を鳥取県とすることについて、地方自治法第２５２条の１４第３項におい

て準用する同法第２５２条の２の２第３項本文の規定により、議会の議決を求めるものでござい

ます。 

 詳細につきましては総務課長に説明させますので、御審議いただきますよう、よろしくお願い

いたします。 

○議長（中原 信男君） 景山総務課長。 
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○総務課長（景山 政之君） 議案第５号、日野町と鳥取県の間における情報公開条例及び議会個

人情報保護条例に基づく合議制の機関に係る事務の委託に関する規約を定める協議について御説

明いたします。 

 ２ページ、情報公開審査会、個人情報保護審査会に係る事務処理の委託先の変更についてを御

覧ください。 

 先ほどと重複する部分もございますが御説明いたします。日野町の情報公開及び個人情報保護

審査会の審査に係る事務については、現在、鳥取県西部町村の１２団体で共同設置している鳥取

県西部町村情報公開・個人情報保護審査会に委託しておりますが、これを廃止し、令和６年４月

１日より、鳥取県情報公開・個人情報保護審査会に委託するものでございます。 

 合議制の機関に係る事務の委託に際しては、地方自治法により、関係団体間で協議の上、規約

を定めて行うこと及びその協議をする際は事前に議会の議決を得なければならない旨が定められ

ており、情報公開条例及び議会個人情報保護条例に基づく合議制の機関に係る事務のうち、条例

にその根拠があるものを対象に、鳥取県情報公開・個人情報保護審査会に事務を委託することに

ついて、別紙規約のとおり、鳥取県と協議いたしたく、このたび議会の承認をお願いするもので

ございます。 

 説明は以上です。 

○議長（中原 信男君） 日程第８、議案第６号、令和５年度日野町一般会計補正予算（第９号）

について、提出者の説明を求めます。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程されました議案第６号、令和５年度日野町一般会計補正予

算（第９号）について、御説明申し上げます。 

 議案書を御覧いただきたいと思います。 

 この補正予算は、歳入歳出それぞれ６，９５５万８，０００円を減額し、歳入歳出の予算総額

を３９億３，６１４万９，０００円とするものでございます。 

 補正額等は２ページから５ページ、第１表、歳入歳出予算補正を御覧いただきたいと思います。

全体を通じて、各事業費の確定による減額が多くを占めております。 

 歳入につきましては、申しましたように減額が大半でございますが、森林環境譲与税など国か

らの譲与税の増額や、ふるさと納税寄附金や観光事業寄附金の増額を見込んでおります。 

 歳出の主なものは、旧黒坂小学校の土地購入による増額、ふるさと納税返礼に係る経費の増額、

帯状疱疹などの任意予防接種助成費用の増額、基金積立てでは減債基金、観光振興基金、愛と元
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気の日野町ふるさと基金の増額を計上しております。 

 繰越明許費は、６ページ、第２表を御覧いただきたいと思います。令和６年度に繰り越して事

業を行うもので、戸籍住民の一般管理事業１，０１６万４，０００円、電気・ガス・食料品等価

格高騰緊急支援給付金事業２，０８７万１，０００円、広域基幹林道宝仏山線事業４２０万円、

道路維持一般管理事業２，２９０万円、義務教育学校建設事業３，５９７万円など５事業でござ

います。 

 地方債の補正につきましては、７ページ、第３表、地方債補正を御覧いただきたいと思います。

過疎対策事業債は１，２００万円を減額、緊急自然災害防止対策事業債は３２０万円を減額、合

計の限度額を２億５，１８３万５，０００円とするものでございます。 

 歳入歳出の詳細につきましては各課長から説明をさせますので、御審議いただきますよう、よ

ろしくお願いいたします。 

○議長（中原 信男君） 景山総務課長。 

○総務課長（景山 政之君） 議案第６号、令和５年度日野町一般会計補正予算（第９号）につい

て、予算に関する説明から御説明いたします。 

 ９ページ、１０ページの歳入歳出補正予算事項別明細書は、御覧をいただきたいと思います。 

 歳入について御説明いたします。１１ページを御覧ください。地方譲与税以下、１２ページ、

交通安全対策特別交付金までは、全体で１５９万６，０００円の減額です。国及び県から示され

た額により増減するものでございます。 

 分担金及び負担金、負担金、総務費負担金は、鳥取県派遣職員人件費負担金が１００万円の増

額です。民生費負担金は、広域入所保育費負担金が３９万６，０００円の減額です。 

 １３ページにかけて、使用料及び手数料、使用料、総務使用料は、山村開発センター使用料が

５万円減額。商工使用料は、鵜の池キャンプサイト使用料が４２万９，０００円の減額です。 

 国庫支出金、国庫負担金、民生費負担金は、生活保護就労支援員設置負担金の確定により、生

活困窮者自立支援費負担金が２万３，０００円の増額、国民健康保険基盤安定費負担金が１９万

１，０００円の減額です。 

 国庫補助金、総務費補助金は、マイナンバーカードへの氏名のローマ字表記等に係るシステム

改修として、社会保障・税番号制度システム整備費補助金が７８万１，０００円の増額です。民

生費補助金は、子育て支援交付金が２万３，０００円の減額です。衛生費補助金は、合併処理浄

化槽設置事業費補助金が３１万６，０００円の減額です。土木費補助金は、社会資本整備総合交

付金及び道路メンテナンス事業費補助金が合わせて１，４００万３，０００円の減額です。 
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 国庫委託金、消防費委託金は、消防団員用アプリが国の採択を受け、消防団の力向上モデル事

業委託金が２５万３，０００円の増額です。 

 １４ページ、県支出金、県負担金、民生費負担金は、国民健康保険基盤安定費負担金が５万円

の増額です。 

 県補助金、総務費補助金は、市町村創生交付金、危険木等事前伐採推進事業補助金、中山間地

域路線維持支援補助金、鳥取県移住定住推進交付金が合わせて２３４万９，０００円の減額です。

民生費補助金は、特別保育事業費補助金、鳥取県中山間地域市町村保育料無償化等モデル事業費

補助金、子ども・子育て支援交付金、産休等代替職員費補助金、保育所等業務効率化推進事業費

補助金が合わせて４７万６，０００円の減額です。衛生費補助金は、合併処理浄化槽設置整備事

業費補助金が５５万５，０００円の減額です。１５ページにかけて、農林水産費補助金は、地籍

調査事業費補助金、農地利用集積事業費交付金、多面的機能支払交付金、鳥取県鳥獣被害防止総

合対策交付金、町行造林事業費補助金、町行造林持出支援事業費補助金、林道事業補助金など事

業費の確定見込みにより２，０２４万４，０００円の減額です。土木費補助金は、鳥取県急傾斜

地崩落対策事業費補助金が１５万円の減額です。教育費補助金は、スクールソーシャルワーカー

活用事業費補助金、特別支援学校児童生徒通学支援補助金、鳥取県内修学旅行等支援事業費補助

金、鳥取県学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金が、それぞれ事業費の確定見込みにより、

合わせて３３４万７，０００円の減額です。 

 県委託金、総務費委託金は、県知事選挙費委託金が事業確定により１１７万６，０００円の減

額です。 

 財産収入、財産運用収入、財産貸付収入は、町有林有効活用事業としての山林貸付けがなかっ

たため３，０００円の減額です。 

 １６ページにかけて、財産売払い収入、不動産売払い収入は、町行造林事業の現年度分及び過

年度分の事業費確定により、立木売払い収入が６９万８，０００円の減額。土地売払い収入及び

建物売払い収入は、町営住宅黒坂団地の１棟の売却額が確定したことにより、合わせて２０万円

の減額です。 

 寄附金、寄附金、総務費寄附金は、ふるさと納税寄附金を５００万円増額。土木費寄附金は、

急傾斜地崩落対策事業の事業費確定により、公共急傾斜地崩落対策事業費寄附金が２９万９，０

００円の減額。商工費寄附金は、町観光協会からの観光事業寄附金として２００万円を計上して

います。 

 繰入金、基金繰入金、財政調整基金は、財政調整基金からの繰入れの皆減により４２８万円の
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減額です。森林整備基金繰入金は、財源を充当していた林業再生事業、森林環境税関連事業、林

道改良事業の事業費確定見込みにより１，１８９万円の減額です。公共施設等長寿命化基金繰入

金は、財源を充当していた庁舎エレベーター改修工事などの事業完了により２４４万１，０００

円の減額です。 

 １７ページにかけて、諸収入、雑入、雑入は、歴史民俗資料館入館料、英語教室受講料、危険

木等事前伐採事業者負担金、町誌販売収入がそれぞれ減額、建物災害共済は昨年の大雪で壊れた

町営住宅黒坂団地のカーポート修繕工事の財源として増額し、全体では１６４万７，０００円の

増額です。 

 町債、町債、総務債は、移住定住・空き家対策事業債の事業費の確定見込みにより３１０万円

の減額です。林業債は、広域基幹林道宝仏山線整備の事業繰越しに伴う額の確定及び財源振替と

して１１０万円の減額です。土木債は、町道舟場線道路改良事業、単県急傾斜地崩壊対策事業、

町道板井原線道路修繕工事に係る道路防災対策事業、橋梁改良事業の今年度事業費確定及び国庫

支出金の配分確定により、合わせて２１０万円の増額です。教育債は、日野学園駐車場整備事業

の事業費確定見込みにより１，３１０万円の減額です。 

 続いて、歳出について御説明いたします。 

 １８ページを御覧ください。総務費、総務管理費、一般管理費は４３万１，０００円の増額で

す。職員手当等は、扶養手当及び住居手当は職員の支給要件の変更によるもの、時間外勤務手当

及び宿直手当は能登半島地震への職員派遣に係るものです。旅費も同じく能登半島地震職員派遣

に係るものです。負担金、補助及び交付金は、鳥取県町村会を通じて、能登半島地震義援金の負

担金として８万円の増額です。 

 文書広報費は、郵券代などの通信運搬費について、支出見込みにより５０万円の減額です。 

 財産管理費は１，１６５万１，０００円の増額です。工事請負費は、山村開発センター外部サ

ッシ修繕及び網戸取付工事、また日野町役場庁舎エレベーター改修工事の完了により２０８万９，

０００円の減額。公有財産購入費は旧黒坂小学校の敷地について、個人の所有者３名から土地を

購入する費用として１，３７４万円の増額を計上しています。 

 １９ページにかけて、企画費は１，６８５万円の減額です。職員手当等は、会計年度任用職員

の通勤手当を１２万円減額。報償費は、地域おこし協力隊員の受入れ実績に基づく報償金の減額

及び記念品等はふるさと納税が増えたことによる返礼品の増額で、合わせて２９６万６，０００

円の減額です。需用費は、町営交通について電気自動車を購入したこと等により、燃料費を３５

万円減額。役務費は、ふるさと納税が増えたことにより、手数料が２０万円の増額。委託料は、
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都合山たたら跡バイオトイレ等管理委託を直営で行ったことによる減、町営交通バスに係る臨時

運行便の減、ふるさと納税が増えることにより、業務委託料の増で、合わせて８２万６，０００

円の減額です。使用料及び賃借料は、ふるさと納税が増えることにより、ウェブサイト使用料が

８８万７，０００円の増額。備品購入費は、町営バス１台、タクシー１台の購入に係る入札減に

より１４４万５，０００円の減額です。負担金、補助及び交付金は、西部広域行政管理組合に係

る負担金が３２９万８，０００円の減額、黒坂納涼まつりなどの地域自立支援事業補助金、移住

定住・空き家対策に係る補助金、地域おこし協力隊に係る補助金等について、それぞれ事業費確

定及び見込みにより８９３万２，０００円の減額です。 

 財政調整基金費は、財政調整により、減債基金積立金に２，６６２万３，０００円、町観光協

会からの寄附金を観光振興基金に２００万円、ふるさと納税が増えることにより、愛と元気の日

野町ふるさと基金積立金に４００万円、森林環境譲与税の確定見込みにより、森林環境基金積立

金を１７６万８，０００円の減額です。 

 防災諸費は、危険木等事前伐採事業の確定により、委託料が５１万５，０００円の減額です。 

 徴税費、税務総務費は３０万円の減額です。職員手当は、支給要件の変更により、住居手当が

３３万６，０００円の減額。共済費は、算定する率の変更により、共済組合負担金などが３万６，

０００円の増額です。 

 ２０ページにかけて、戸籍住民基本台帳費、戸籍住民基本台帳費は２０万７，０００円の減額

です。給料及び職員手当等は、職員の異動により、合わせて９８万８，０００円の減額です。委

託料は、戸籍事務へのマイナンバー制度導入に対応するためのシステム改修の委託料の増及びデ

ジタル手続法改正に伴う住基ネットに係る基幹システムの改修が今年度実施されないことにより、

合わせて７８万１，０００円の増額です。 

 選挙費、知事選挙費は、事務従事者の時間外勤務手当の確定により、職員手当等が１１７万６，

０００円の減額です。 

 町議会議員選挙費は３３４万円の減額です。職員手当等は、事務従事者の時間外勤務手当の確

定により１０８万５，０００円の減額。負担金、補助及び交付金は、選挙公営の公費負担の確定

により２２５万５，０００円の減額です。 

 次の民生費からは健康福祉課長が説明いたします。 

○議長（中原 信男君） 住田健康福祉課長。 

○健康福祉課長（住田 秀樹君） 引き続き２０ページ中段を御覧ください。民生費、社会福祉費、

社会福祉総務費は６６万９，０００円の増額です。共済費は、算定する率の変更により、共済組



－31－ 

合負担金が１万７，０００円の増額。負担金、補助及び交付金は、西部管内４町村で設置してい

る生活困窮者自立支援事業就労支援専門員に係る負担金及び障害支援区分認定審査会の西部広域

負担金が合わせて３万７，０００円の増額。償還金、利子及び割引料は、令和４年度新型コロナ

ウイルス感染症生活困窮者自立支援金の国庫返還金として６０万５，０００円を計上。繰出金は、

国民健康保険特別会計の繰出金として１万円の増額です。 

 老人福祉費は、令和４年度医療と介護の一体的実施事業の額が確定したことに伴い、後期高齢

者医療広域連合に対する返還金として７５万４，０００円を計上しています。 

 社会福祉施設費は、道路通行料について、県外研修の際に高速道路を利用しなかったことによ

り、使用料及び賃借料が１万円の減額です。 

 ２１ページ、児童福祉費、児童福祉総務費は７７４万１，０００円の減額です。給料、職員手

当等、共済費及び旅費は、職員の育児休業取得などによる人件費の減額です。委託料は、ひのっ

こ保育所タブレット端末購入に係る入札減及び日野病院への病児・病後児保育委託料に光熱水費

を追加することにより、合わせて２９万９，０００円の減額です。工事請負費は、ひのっこ保育

所厨房エアコン取付工事及び厨房機器更新設置工事の完了に伴い１３２万９，０００円の減額で

す。償還金、利子及び割引料は、令和４年度子ども・子育て支援交付金の精算に伴い、国及び県

への返還金として７６万円を計上しています。 

 衛生費、保健衛生費、保健衛生総務費は２６万８，０００円の増額です。給料は、職員の育児

部分休業により５７万円の減額。繰出金は、簡易水道特別会計の繰出金として８３万８，０００

円の増額です。 

 予防費は８１万４，０００円の増額です。使用料及び賃借料は、乳幼児健診の医師送迎に係る

タクシー借り上げ料として１万３，０００円の増額。負担金、補助及び交付金は、帯状疱疹ワク

チンなどの任意予防接種件数が当初見込みより増えたため８０万１，０００円の増額です。 

 ２２ページ、環境衛生費は、負担金、補助及び交付金が３町衛生施設組合へのし尿処理負担金

の減、合併処理浄化槽設置補助金の減により、合わせて３９３万円の減額です。清掃費、じんか

い処理費は、負担金、補助及び交付金が３町衛生施設組合へのごみ処理負担金の減により２２２

万２，０００円の減額です。 

 次の農林水産業費からは産業振興課長が説明いたします。 

○議長（中原 信男君） 五百川産業振興課長。 

○産業振興課長（五百川和久君） 引き続き、２２ページ中段を御覧ください。農林水産業費、農

業費、農業総務費は１３１万円の減額です。共済費は、専従派遣職員の減額分として８８万円の
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減額、繰出金は、農業集落排水事業特別会計への繰出金が４３万円の減額です。 

 農業振興費は７３７万７，０００円の減額です。報償費は、鳥獣捕獲奨励金の捕獲実績により

８６万円の減額、委託料は有害鳥獣駆除委託の捕獲実績により７２万７，０００円の減額、原材

料費はイノシシ侵入防止柵設置事業の入札減により９９万７，０００円の減額。負担金、補助及

び交付金は、負担金が日野郡鳥獣被害対策協議会負担金の増及び野菜価格安定対策事業の発動が

なかったことにより５万２，０００円の減額。補助金は、町農林振興公社の運営費補助金の積算

過大による減及び機械更新に伴う入札減、認定農業者への農業機械導入事業費の減、新規就農支

援事業の開始時期変更に伴う減で３６９万１，０００円の減額。交付金は、農地集積推進事業に

おける集落の取組がなかったことにより、地域集積協力金、経営転換協力金の減で１０５万円の

減額です。 

 ２３ページにかけて、農地費は１，７００万９，０００円の減額です。報償費、需用費、役務

費、委託料、負担金、補助及び交付金のうち負担金、補償、補填及び賠償金は、地籍調査事業に

係る国配分の減により、合わせて１，６０３万７，０００円の減額です。負担金、補助及び交付

金のうち補助金は、しっかり守る農林基盤交付金事業において、水路改修に係る事業取下げに伴

い９７万２，０００円の減額です。 

 林業費、林業総務費は、職員手当等について、会計年度任用職員の通勤手当が１２万円の減額

です。 

 林業振興費は２，３１９万円の減額です。委託料は、津地大谷山町有林伐採搬出事業、朝刈町

有林支障木伐採搬出事業、第５期朝刈１号線拡幅測量設計業務の事業確定による減、及び森林経

営管理意向調査などの事業精査により９６７万７，０００円の減額、工事請負費は、朝刈１号線

拡幅工事及び支障木伐採運搬工事の入札減と、当初岩掘削を見込んでいたものの砂質土であった

ため、土工事の減、また大谷２号線補強事業について、国配分がなかったことにより、合わせて

１，０４７万８，０００円の減額、負担金、補助及び交付金は、鳥取日野森林組合への林業機械

導入に係る入札減による減額や、森林インターンシップ事業費補助金、日野町林業新規就労者家

賃補助金、町林業従事者雇用促進給付金は、希望者がなかったことにより、合わせて３０３万５，

０００円の減額です。 

 林道開設費は、事業費の確定に伴い１０５万円の減額です。 

 ２４ページにかけて、商工費、商工費、観光費は鵜の池キャンプサイト使用料の減額に伴う財

源振替です。 

 次の土木費から建設水道課長が説明いたします。 



－33－ 

○議長（中原 信男君） 音田建設水道課長。 

○建設水道課長（音田雄一郎君） ２４ページの上段を御覧ください。土木費、土木管理費、土木

総務費は３６２万１，０００円の減額です。負担金、補助及び交付金は、鳥取県が実施していま

す根雨地区急傾斜地崩落対策事業の今年度事業費確定により２３９万１，０００円の減額、繰出

金は、公共下水道事業特別会計への繰出金が１２３万円の減額です。 

 道路橋梁費、道路維持費は７９万４，０００円の減額です。共済費は、会計年度任用職員の実

績により３５万４，０００円の減額、委託料は、町道本郷線道路修繕工事に係る測量設計委託料

の事業費確定により４４万円の減額です。 

 橋梁維持費は、委託料が、橋梁、トンネル点検委託料の事業費確定により８２万１，０００円

の減額です。 

 道路新設改良費は、工事請負費が町道舟場線道路拡幅工事の事業費確定により８３万９，００

０円の減額です。 

 ２５ページにかけて、住宅費、住宅管理費は７９万２，０００円の減額です。委託料は、町営

住宅黒坂団地の売却に係る土地分筆測量委託料の事業費確定により５１万７，０００円の減額、

工事請負費は、町営住宅黒坂団地カーポート建設工事の事業完了により２７万５，０００円の減

額です。 

 消防費、消防費、非常備消防費は、消防団員用アプリが国の採択を受けたことによる財源振替

です。 

 次の教育費からは教育課長が説明いたします。 

○議長（中原 信男君） 遠藤教育課長。 

○教育課長（遠藤 律子君） 引き続き２５ページ中段を御覧ください。教育費、教育総務費、教

育委員会費は、旅費が、教育委員の研修に係る費用弁償の減により４万１，０００円の減額です。 

 ２６ページにかけて、事務局費は１，４３６万２，０００円の減額です。報酬、職員手当等、

共済費及び旅費は、特別支援学校児童生徒通学支援事業の運転手及び介助員の報酬等が、通学日

数の減により、合わせて１１４万１，０００円の減額です。需用費は、特別支援学校の通学支援

に係る公用車の燃料費が２２万１，０００円の減額です。委託料は、日野学園の駐車場整備工事

とグラウンド整備工事の測量設計業務委託料の事業費確定により６０万円の減額、工事請負費は、

日野学園駐車場整備工事の入札減により１，２４０万円を減額するものです。 

 義務教育学校費、学校管理費は２８２万円の減額です。報酬及び共済費は、スクールソーシャ

ルワーカー１名分の減、及び学習支援員の出勤日数減により２０２万円の減額。使用料及び賃借
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料は、児童生徒の町外活動に係るバス借り上げ料が８０万円の減額です。 

 教育振興費は９４万４，０００円の減額です。報償費は、クラブ活動に係る外部指導者謝金が

４３万２，０００円の減額、負担金、補助及び交付金は、修学旅行費用に係る補助金とバス代補

助の減により２１万２，０００円の減額、扶助費は、準要保護児童生徒就学援助費のうち、給食

費が公費負担となったことにより３０万円の減額です。 

 ２７ページにかけて、社会教育費、社会教育総務費は４１９万４，０００円の減額です。給料、

職員手当等、共済費、旅費、負担金、補助及び交付金は、まなびや縁側塾講師が１名減となった

ことにより２７６万４，０００円の減額、報償費は、コミュニティ・スクールディレクター活動

謝金が１名減により１４３万円の減額です。 

 文化財保護費は、歴史民俗資料館入館料の減による財源振替です。 

 保健体育費、学校給食費は、公用車のバッテリー取替え修繕として、需用費が１万３，０００

円増額です。 

 体育総務費は、負担金、補助及び交付金が、社会体育関係大会等派遣費補助金の増により１１

万７，０００円の増額です。 

 同和教育費、社会同和教育費は、人権教育推進員の給料が４９万７，０００円の減額です。 

 ２８ページにかけて、公債費は、平成２４年度に借り入れた臨時財政対策債の利率見直しに伴

い元金及び利子の変更、また令和４年度同意で５年度に借り入れた過疎対策債が想定していた利

率が高くなったため、合わせて１４４万２，０００円の増額です。 

 以上が令和５年度一般会計補正予算（第９号）の提案説明でございます。 

○議長（中原 信男君） 日程第９、議案第７号、令和５年度日野町国民健康保険特別会計補正予

算（第３号）について、提出者の説明を求めます。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程いただきました議案第７号、令和５年度日野町国民健康保

険特別会計補正予算（第３号）について御説明いたします。 

 議案書を御覧いただきたいと思います。この補正予算は、歳入歳出を増減なしとし、歳入歳出

の予算総額を４億１，０２１万１，０００円とするものでございます。 

 補正額等は、２ページ、第１表、歳入歳出予算補正を御覧いただきたいと思います。 

 詳細につきましては健康福祉課長から説明させますので、御審議いただきますようよろしくお

願いいたします。 

○議長（中原 信男君） 住田健康福祉課長。 
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○健康福祉課長（住田 秀樹君） 議案第７号、令和５年度日野町国民健康保険特別会計補正予算

（第３号）について御説明いたします。 

 議案書の３ページ、歳入歳出補正予算事項別明細書は御覧ください。 

 ４ページ、歳入です。国民健康保険税、一般被保険者国民健康保険税は、医療給付費分、後期

高齢者支援金分及び介護納付金分、それぞれ収納見込みにより２６２万５，０００円の減額。 

 繰入金、他会計繰入金、一般会計繰入金は、令和５年度保険基盤安定繰入金として１万円の増

額。 

 基金繰入金は、財政調整基金繰入金２６１万５，０００円の増額です。 

 引き続き、５ページ、歳出です。国民健康保険事業費納付金、医療給付費分、一般被保険者医

療給付費分、後期高齢者支援金等分、一般被保険者後期高齢者支援金等分、介護納付金分、一般

被保険者介護納付金分は、それぞれ保険税を減額したことなどによる財源振替です。 

 説明は以上です。 

○議長（中原 信男君） 次に、日程第１０、議案第８号、令和５年度日野町後期高齢者医療保険

特別会計補正予算（第２号）について、提出者の説明を求めます。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程されました議案第８号、令和５年度日野町後期高齢者医療

保険特別会計補正予算（第２号）について御説明いたします。 

 議案書を御覧いただきたいと思います。この補正予算は、歳入歳出それぞれ９３万９，０００

円を減額し、歳入歳出の予算総額を５，６９１万７，０００円とするものでございます。 

 補正額等は、２ページ、第１表、歳入歳出予算補正を御覧いただきたいと思います。 

 詳細につきましては健康福祉課長から説明させますので、御審議いただきますようよろしくお

願いいたします。 

○議長（中原 信男君） 住田健康福祉課長。 

○健康福祉課長（住田 秀樹君） 議案第８号、令和５年度日野町後期高齢者医療保険特別会計補

正予算（第２号）について御説明いたします。 

 議案書の３ページ、歳入歳出補正予算事項別明細書は御覧ください。 

 ４ページ歳入です。後期高齢者医療保険料、特別徴収保険料は、現年度特別徴収保険料の収入

見込みにより９３万９，０００円の減額です。 

 続いて、歳出です。後期高齢者医療広域連合納付金は、令和５年度後期高齢者医療保険料の収

納見込みが減額見込みとなったため、負担金９３万９，０００円を減額するものです。 
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 説明は以上です。 

○議長（中原 信男君） 次に、日程第１１、議案第９号、令和５年度日野町簡易水道特別会計補

正予算（第４号）について、提出者の説明を求めます。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程されました議案第９号、令和５年度日野町簡易水道特別会

計補正予算（第４号）について御説明申し上げます。 

 議案書を御覧いただきたいと思います。この補正予算は、歳入歳出それぞれ５８６万円を減額

し、歳入歳出の予算総額を７，６６０万円とするものでございます。 

 補正額等は、２ページ、第１表、歳入歳出予算補正を御覧いただきたいと思います。 

 歳入歳出の詳細につきましては建設水道課長より説明させますので、御審議いただきますよう

よろしくお願いいたします。 

○議長（中原 信男君） 音田建設水道課長。 

○建設水道課長（音田雄一郎君） 議案第９号、令和５年度日野町簡易水道特別会計補正予算（第

４号）について御説明いたします。 

 議案書の３ページ、歳入歳出補正予算事項別明細書については御覧ください。 

 続きまして、４ページ、歳入です。水道料、給水料、給水料は、使用実績見込みにより２３０

万円の減額。 

 繰入金、他会計繰入金、一般会計繰入金は８３万８，０００円の増額。 

 諸収入、雑入、雑入は４３９万８，０００円の減額で、水道管移転補償金が４５０万円の減額、

建物災害共済金が１０万２，０００円の増額です。 

 続きまして、５ページ、歳出です。総務費、管理費、総務管理費は８６万円の減額です。委託

料はインボイス対応に係る電算システム改修費及び公営企業会計システム電算処理費の減額です。 

 給水管理費、一般管理費は、施設機器の落雷被害による建物災害共済金の歳入により財源振替

をするものです。 

 施設費は５００万円の減額で、国道１８１号日野高校入り口の道路改良に伴う水道管移転工事

が次年度以降に延期となったことによる減額です。 

 説明は以上です。 

○議長（中原 信男君） 議員の皆様、お諮りいたします。あと２点ほど、午前中させてください。

特別会計までのあと２つだけ説明をさして休憩に入りたいと思いますので、よろしくお願いいた

します。 
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 続けさせていただきます。 

 日程第１２、議案第１０号、令和５年度日野町公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）に

ついて、提出者の説明を求めます。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程されました議案第１０号、令和５年度日野町公共下水道事

業特別会計補正予算（第３号）について御説明申し上げます。 

 議案書を御覧いただきたいと思います。この補正予算は、歳入歳出それぞれ６４３万円を減額

し、予算総額を９，３９３万５，０００円とするものでございます。 

 補正額等は、２ページ、第１表、歳入歳出予算補正を御覧いただきたいと思います。 

 歳入歳出の詳細につきましては建設水道課長より説明させますので、御審議いただきますよう

よろしくお願い申し上げます。 

○議長（中原 信男君） 音田建設水道課長。 

○建設水道課長（音田雄一郎君） 議案第１０号、令和５年度日野町公共下水道事業特別会計補正

予算（第３号）について御説明いたします。 

 ３ページ、歳入歳出補正予算事項別明細書については御覧ください。 

 続きまして、４ページ、歳入です。分担金及び負担金、負担金、公共下水道負担金は、新規加

入によるもので２０万円の増額。 

 繰入金、他会計繰入金、一般会計繰入金は１２３万円の減額。 

 諸収入、雑入、雑入は、下水道管移転補償金を５４０万円を減額するものです。 

 続きまして、歳出です。下水道費、公共下水道費、総務費は４３万円の減額です。委託料は、

インボイス対応に係る電算処理費及び公営企業会計システム電算処理委託料の減額です。 

 施設管理費は６００万円の減額で、工事請負費は国道１８１号日野高校入り口の道路改良に伴

う下水道管移転工事が次年度以降に延期となったことによる減額です。 

 説明は以上です。 

○議長（中原 信男君） 日程第１３、議案第１１号、令和５年度日野町農業集落排水事業特別会

計補正予算（第３号）について、提出者の説明を求めます。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程されました議案第１１号、令和５年度日野町農業集落排水

事業特別会計補正予算（第３号）について御説明申し上げます。 

 議案書を御覧いただきたいと思います。この補正予算は、歳入歳出それぞれ４３万円を減額し、
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予算総額を４，２４１万１，０００円とするものでございます。 

 補正額等は、２ページ、第１表、歳入歳出予算補正を御覧いただきたいと思います。 

 詳細につきましては建設水道課長より説明させますので、御審議いただきますようよろしくお

願いいたします。 

○議長（中原 信男君） 音田建設水道課長。 

○建設水道課長（音田雄一郎君） 議案第１１号、令和５年度日野町農業集落排水事業特別会計補

正予算（第３号）について御説明いたします。 

 ３ページ、歳入歳出補正予算事項別明細書については御覧ください。 

 続きまして、４ページ、歳入です。繰入金、他会計繰入金、一般会計繰入金は４３万円の減額

です。 

 続きまして、歳出です。総務費、管理費、施設管理費は４３万円の減額です。委託料は、イン

ボイス対応に係る電算処理費及び公営企業会計システム電算処理委託料の減額です。 

 説明は以上です。 

○議長（中原 信男君） ここで午前の会議は終了いたします。会議の再開は、午後１時１５分と

いたします。休憩をいたします。 

午後０時０５分休憩 

─────────────────────────────── 

午後１時１５分再開 

○議長（中原 信男君） 再開いたします。 

 日程第１４、議案第１２号、日野町長等の損害賠償責任の一部の免責に関する条例の一部改正

について、提出者の説明を求めます。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程されました議案第１２号、日野町長等の損害賠償責任の一

部の免責に関する条例の一部改正について御説明申し上げます。 

 これは令和５年５月８日法律第１９号、令和６年４月１日施行の地方自治法の一部を改正する

法律及び令和６年１月１９日付政令第１２号、令和６年４月１日施行の地方自治法施行令の一部

を改正する政令により条項ずれ等の改正が生じたことに伴い、当該法律及び政令を引用する規定

について所要の改正を行うものでございます。 

 なお、施行期日は、令和６年４月１日からとしております。 

 御審議いただきますようよろしくお願い申し上げます。 



－39－ 

○議長（中原 信男君） 日程第１５、議案第１３号、日野町特別職の職員で常勤のものの給与及

び旅費に関する条例の一部改正について、提出者の説明を求めます。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程されました議案第１３号、日野町特別職の職員で常勤のも

のの給与及び旅費に関する条例の一部改正について御説明申し上げます。 

 これは特別職の国家公務員の給与改定に準ずるとともに、鳥取県西部地区特別職報酬等審議会

からの答申を受けて、町長、副町長及び教育長の期末手当の支給率及び報酬月額を改正するもの

でございます。 

 詳細につきましては総務課長に説明させますので、御審議いただきますようよろしくお願いい

たします。 

○議長（中原 信男君） 景山総務課長。 

○総務課長（景山 政之君） 議案第１３号、日野町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に

関する条例の一部改正について御説明いたします。 

 ２ページ、条例の改正が必要な理由と概要を御覧ください。これは特別職の国家公務員の給与

改定に準じて、町長、副町長及び教育長の期末手当の支給月数を６月期及び１２月期それぞれ０．

０５月分を引き上げ、それぞれ１．７月分とし、年間で３．４月分とするものです。 

 また、鳥取県西部地区特別職報酬等審議会における西部町村長の給与月額についての答申を受

け、町長の月額報酬を４，０００円増額し、８１万４，０００円に、副町長の月額報酬を３，０

００円増額し、６５万１，０００円に、教育長の月額報酬を３万２，０００円増額し、６１万１，

０００円に改正するものです。 

 なお、施行期日は、令和６年４月１日からとしております。 

 説明は以上です。 

○議長（中原 信男君） 日程第１６、議案第１４号、日野町議会議員の議員報酬及び費用弁償等

に関する条例の一部改正について、提出者の説明を求めます。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程されました議案第１４号、日野町議会議員の議員報酬及び

費用弁償等に関する条例の一部改正について御説明申し上げます。 

 これは特別職の国家公務員の給与改定に準じるとともに、鳥取県西部地区特別職報酬等審議会

からの答申を受けて、議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員の期末手当の支給率

及び報酬月額を改定するものでございます。 
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 詳細につきましては総務課長に説明させますので、御審議いただきますようよろしくお願いい

たします。 

○議長（中原 信男君） 景山総務課長。 

○総務課長（景山 政之君） 議案第１４号、日野町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する

条例の一部改正について御説明いたします。 

 ２ページ、条例の改正が必要な理由と概要を御覧ください。これは特別職の国家公務員の給与

改定に準じて、日野町議会議員の期末手当の額について、支給月数を６月期及び１２月期をそれ

ぞれ０．０５月分を引き上げ、それぞれ１．７月分とし、年間で３．４月分とするものです。 

 また、鳥取県西部地区特別職報酬等審議会における西部町村議会議員の報酬月額についての答

申を受け、議長の月額報酬を７，０００円増額し、３２万３，０００円に、副議長の月額報酬を

１万４，０００円増額し、２４万９，０００円に、常任委員長及び議会運営委員長の月額報酬を

１万４，０００円増額し、２４万円に、議員の月額報酬を１万４，０００円増額し、２３万５，

０００円に改正するものです。 

 なお、施行期日は、令和６年４月１日からとしております。 

 説明は以上です。 

○議長（中原 信男君） 日程第１７、議案第１５号、日野町特別職の職員で非常勤のものの報酬

及び費用弁償に関する条例の一部改正について、提出者の説明を求めます。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程されました議案第１５号、日野町特別職の職員で非常勤の

ものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について御説明申し上げます。 

 これは非常勤の特別職である代表監査委員の報酬について、月額２万６，８００円から３万３，

８００円に改正するものでございます。 

 なお、施行期日は、令和６年４月１日からとしております。 

 御審議いただきますようよろしくお願いいたします。 

○議長（中原 信男君） 日程第１８、議案第１６号、日野町職員の育児休業等に関する条例の一

部改正について、提出者の説明を求めます。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程されました議案第１６号、日野町職員の育児休業等に関す

る条例の一部改正について御説明申し上げます。 

 これは会計年度任用職員の勤勉手当支給について、令和６年４月１日から施行することに伴い、
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育児休業をしている職員についても支給要件に含めるよう改正するものでございます。 

 なお、施行期日は、令和６年４月１日からとしております。 

 御審議いただきますようよろしくお願いいたします。 

○議長（中原 信男君） 日程第１９、議案第１７号、日野町隣保館の設置及び管理に関する条例

等の一部改正について、提出者の説明を求めます。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程されました議案第１７号、日野町隣保館の設置及び管理に

関する条例等の一部改正について御説明申し上げます。 

 これは日野町下榎にあります日野町下榎隣保館を、人権啓発だけではなく、自己表現、生きが

いづくりを創出する拠点とし、さらに町民が楽しく触れ合い、心豊かな人づくりを推進できる拠

点、地域に親しまれる交流センターとして、充実、発展させていくために日野町下榎交流センタ

ーに名称を変更するため、関係条例を改正するものでございます。 

 詳細につきましては教育課長に説明させますので、御審議いただきますようよろしくお願いい

たします。 

○議長（中原 信男君） 遠藤教育課長。 

○教育課長（遠藤 律子君） 議案第１７号、日野町隣保館の設置及び管理に関する条例等の一部

改正について御説明いたします。 

 ２ページ、条例の改正が必要な理由と概要を御覧ください。この条例改正は日野町隣保館の名

称を日野町下榎交流センターに変更するものであります。現在の日野町下榎隣保館は、長年、地

域の人権啓発の拠点として様々な事業に取り組んでおりますけれども、さらに地域との交流を深

める場として、地域づくりを推進できるコミュニティー拠点とするための親しみやすい名称に変

更することといたしました。地区の方々からの御要望をお聞きし、検討した結果、名称を日野町

下榎交流センターといたします。 

 なお、隣保館事業につきましては、鳥取県隣保館運営費等補助金の対象となっておりまして、

引き続き人権啓発事業や地域交流事業に取り組んでまいります。 

 改正内容は、日野町隣保館の設置及び管理に関する条例の第２条中の名称を日野町下榎隣保館

から日野町下榎交流センターに改めますとともに、日野町下榎隣保館使用料条例の題名等を改正

するものでございます。 

 附則の施行期日は、令和６年４月１日からとしております。 

 説明は以上でございます。 
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○議長（中原 信男君） 日程第２０、議案第１８号、日野町鵜の池公園キャンプ場の設置及び管

理運営に関する条例の一部改正について、提出者の説明を求めます。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程されました議案第１８号、日野町鵜の池公園キャンプ場の

設置及び管理運営に関する条例の一部改正について御説明申し上げます。 

 これは日野町鵜の池公園キャンプ場のキャンプサイト使用料を引き下げ、より利用しやすい施

設とするため条例を改正するものでございます。 

 詳細につきましては産業振興課長に説明をさせますので、御審議いただきますようよろしくお

願いいたします。 

○議長（中原 信男君） 五百川産業振興課長。 

○産業振興課長（五百川和久君） 議案第１８号、日野町鵜の池公園キャンプ場の設置及び管理運

営に関する条例の一部改正について御説明いたします。 

 ２ページ、条例の改正が必要な理由と概要を御覧ください。鵜の池公園キャンプ場については、

新型コロナウイルス感染症に対応した観光誘客に取り組むため、令和３年４月から有料化し、運

営を行ってまいりましたが、行動規制の緩和により利用者が年々減少しております。 

 このたび、キャンプサイトの使用料をそれぞれ１，０００円ずつ引き下げ、フリーサイト１，

５００円、車寄せサイト２，５００円とし、より利用しやすい施設とするため、条例の改正を行

うものです。 

 附則の施行期日は、令和６年４月１日からとしております。 

 説明は以上です。 

○議長（中原 信男君） 日程第２１、議案第１９号、日野町介護保険条例の一部改正について、

提出者の説明を求めます。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程されました議案第１９号、日野町介護保険条例の一部改正

について御説明申し上げます。 

 これは第９期介護保険事業計画に基づき、令和６年度から令和８年度までの介護保険料額の改

正を行うものでございます。 

 詳細につきましては健康福祉課長に説明をさせますので、御審議いただきますようよろしくお

願いいたします。 

○議長（中原 信男君） 住田健康福祉課長。 



－43－ 

○健康福祉課長（住田 秀樹君） 議案第１９号、日野町介護保険条例の一部改正について御説明

申し上げます。 

 議案書の２ページ、概要書を御覧いただきたいと思います。この条例改正の背景及び趣旨、改

正内容は、令和６年度から８年度までの第９期介護保険事業計画の策定に基づき、介護保険料額

の改定を行うもので、第５段階である保険料基準額を年額８万２，３００円から７万１，５００

円に、月額６，８５９円から５，９５９円に見直すものです。各段階ごとの保険料額は一覧表に

記載したとおりです。 

 次に、第１号被保険者の標準段階について、現行の標準９区分から標準１３区分に多段階化し、

標準１３区分の標準乗率について、第１段階から第３段階までに係る割合を引き下げるとともに、

新設する第１０段階から第１３段階までに係る割合を現行の第９段階の割合と比べ高く設定する

ものです。 

 次に、保険料基準額の改正に伴い、第１段階から第３段階の保険料軽減後の保険料を第１段階

保険料年額２万３７８円、第２段階保険料年額３万４，６７８円、第３段階保険料年額４万８，

９７８円に改めます。 

 改正の詳細は、４ページからの改正本文を御覧いただきたいと思います。 

 本改正の施行期日は、令和６年４月１日とし、経過措置として、改正後の日野町介護保険条例

第２条の規定は、令和６年度分の保険料から適用し、令和５年度以前の年度分の保険料について

は、なお従前の例によることとします。 

 説明は以上です。 

○議長（中原 信男君） 日程第２２、議案第２０号、令和６年度日野町営土地改良事業経費の賦

課基準並びにその徴収時期及び方法について、提出者の説明を求めます。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程されました議案第２０号、令和６年度日野町営土地改良事

業経費の賦課基準並びにその徴収時期及び方法について御説明申し上げます。 

 これは令和６年度に実施する日野町営土地改良事業に関し、受益者に対する経費の賦課基準、

その徴収時期と徴収方法について定めるものでございます。 

 詳細につきましては産業振興課長に説明させますので、御審議いただきますようよろしくお願

いいたします。 

○議長（中原 信男君） 五百川産業振興課長。 

○産業振興課長（五百川和久君） 議案第２０号、令和６年度日野町営土地改良事業経費の賦課基
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準並びにその徴収時期及び方法について御説明いたします。 

 事業名称は、国庫補助、農業水路等長寿命化・防災減災事業によります本郷水路改修事業です。

経費の賦課基準は事業費の３％相当額です。徴収時期は令和７年３月３１日限り、徴収方法は町

税の徴収方法に準拠するものです。 

 説明は以上です。 

○議長（中原 信男君） 日程第２３、議案第２１号、令和６年度日野町一般会計予算について、

提出者の説明を求めます。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程されました議案第２１号、令和６年度日野町一般会計予算

につきまして御説明申し上げます。 

 議案書を御覧いただきたいと思います。本年度の歳入歳出予算総額を３７億４３０万円とした

ところでございます。前年度当初予算に比較しますと、額にして１億６，９７０万円、率にして

４．８％の増額でございます。 

 ケーブルテレビ番組制作事業などの生活基盤に係る費用や、ねんりんピック鳥取大会開催、耐

震性貯水槽設置、義務教育学校の施設整備、大型事業の償還が始まった公債費の増加などによる

ものでございます。 

 歳入歳出予算については、予算書２ページから６ページの第１表、歳入歳出予算を御覧いただ

きたいと思います。 

 債務負担行為は、７ページ、第２表にあるとおり、小規模多機能ホーム「きんもくせい」建設

資金利子補助について、期間を令和７年度から令和２４年度まで、限度額を４５５万８，０００

円とするものでございます。 

 地方債は、８ページ、第３表にあるとおり、起債ごとに目的、限度額、起債の方法、利率及び

償還方法を定めるもので、過疎対策事業債２億１，５１０万円、緊急自然災害防止対策事業債２，

４９０万円、臨時財政対策債２，０００万円の合計２億６，０００万円でございます。 

 １ページにお戻りいただきたいと思います。一時借入金の限度額を２億円と定めるとともに、

地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算において流用することができる場合

を給料等人件費の各項の間の流用と定めております。 

 歳出の主なもの、その柱となるものは施政方針で長く述べてまいりましたが、ここでは新規事

業など特徴的な事業についてのみ紹介させていただきます。 

 まず、集落の維持、移住定住分野では、単独では集落機能維持が困難な自治会を広域的な組織
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で支え合う仕組み、小さな拠点へ新たに取組を進める集落への専従集落支援員の配置や、黒坂小

学校跡地を活用したまちづくりなどに従事する推進員を設置するなどの集落支援事業に１９億３

８万６，０００円、関係人口の確保を含めた移住定住・空き家対策事業に１，５９３万７，００

０円、若者や子育て世代の移住定住環境を整備するため、新しい世帯向け住宅の建設用地を取得

するため９８５万９，０００円を計上しております。 

 子育て世代の子育て、幼児教育、学校教育分野では、新たに子ども家庭センターを設置し、相

談支援、すくすく子育て支援金や出生祝い金などにより切れ目のない支援を行う事業に４２６万

３，０００円、鳥取県の制度の拡充により１８歳までの医療費無償化を含めた特別医療費助成事

業に３，０７０万２，０００円、義務教育学校、日野学園の管理運営をするための費用４，９９

４万９，０００円、日野学園のグラウンドを整備する事業に８，０００万円、学校給食費の３分

の２の助成や調理機器などの更新を行う学校給食事業４，１４０万２，０００円を計上しており

ます。 

 産業、雇用の分野では、事業所へ職員の派遣を行う未来づくり事業協同組合への支援を行う特

定地域づくり事業９７８万８，０００円、町の特産品化や頑張る米作り農家を支援する農業振興

５６４万６，０００円、スマート林業を行う事業体への支援、新規林業就労者の確保及び町内へ

の移住定住を図るため、新規林業就労者家賃補助を行う森林環境税関連事業９６６万２，０００

円。 

 観光振興の面では、今年度も４月から６月まで根雨駅に停車予定の「ＷＥＳＴ ＥＸＰＲＥＳ

Ｓ 銀河」おもてなし事業３６万円、鵜の池キャンプサイト場管理運営などのアウトドアアクテ

ィビティ推進事業に２０９万５，０００円、オシドリ観察小屋管理事業２４１万５，０００円な

どを計上しております。 

 次に、まちづくりの分野では、移動販売と高齢者の見守り事業としてのささえ愛コンビニ・プ

ロジェクトとしての移動販売事業１，３１６万円、町営交通で住民の移動確保を行う生活交通確

保対策事業８，０８６万１，０００円、旧黒坂小学校の教室を改修し、子ども食堂や合宿機能な

どを持たせるよう厨房やユニットシャワー室を整備する電源立地地域対策交付金事業に５７０万

円、旧黒坂小学校跡地の管理とリノベーションＬａｂの取組に３６４万２，０００円など。 

 保健医療福祉分野では、がん検診の受診率の向上の取組として、集団検診の自己負担無償化を

加えた健康増進事業９３６万５，０００円、日野病院組合の負担金４億１，０８４万４，０００

円、社会福祉協議会が行う幅広い世代に対する事業が円滑に行えるよう助成する事業１，６０９

万９，０００円、地域でつくり、みんなで支える送迎事業１９８万４，０００円などでございま
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す。 

 防災減災分野では、町内の土砂災害警戒区域、浸水想定区域、避難所情報などの位置情報がウ

ェブ上で閲覧できる専用サイトを加えた防災一般管理１，５３６万５，０００円、耐震性貯水槽

を新たに２基整備する事業に３，５０３万１，０００円、住宅の耐震化を支援するため、耐震診

断費用や修繕等の補助金を創設した住宅等耐震対策促進事業１１１万６，０００円などでござい

ます。 

 そのほかに、橋梁点検や中菅橋などの橋梁修繕事業費１，９２５万３，０００円、冬期間の除

雪体制を確保するため老朽化車両を更新するため、除雪車１台、歩道用小型除雪機２台を購入す

る費用２，２８３万５，０００円、町道本郷線道路修繕工事のほか、町道の維持管理費用として

４，０５７万円を計上しております。 

 一方、歳入の主なものとしましては、町税３億８３０万５，０００円、地方交付税２０億８，

９５１万８，０００円、国庫支出金１億９，８９５万円、県支出金３億２９４万４，０００円、

繰入金２億３，９０７万３，０００円、町債２億６，０００万円などをもって充てるものであり

ます。 

 詳細につきましては担当課長から説明させますので、御審議いただきますようよろしくお願い

いたします。 

○議長（中原 信男君） 景山総務課長。 

○総務課長（景山 政之君） 議案第２１号、令和６年度日野町一般会計予算について、予算に関

する説明から御説明いたします。 

 ９ページから２１ページの歳入歳出予算事項別明細書、給与費明細書、債務負担行為に関する

調書、地方債に関する調書については、御覧をいただきたいと思います。 

 歳入です。２２ページを御覧ください。町税、個人町民税は、前年より１３４万６，０００円

の減額を見込み、８，４１６万６，０００円を計上しています。 

 法人町民税は、前年度とほぼ同額の９９２万５，０００円を計上しています。 

 固定資産税は、３年に一度の評価替え及び償却資産に係る課税額の減少を見込み１億８，４３

４万６，０００円を計上しています。 

 国有資産等所在市町村交付金及び納付金は１０８万３，０００円を見込み、軽自動車税は、環

境性能割、種別割が合計で１，３１８万５，０００円、市町村たばこ税は、昨年度より増額の１，

５６０万円を見込んでいます。 

 ２３ページ、地方揮発油譲与税は７３６万１，０００円、自動車重量譲与税は２，３１６万２，
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０００円、森林環境譲与税は、前年度から増額を見込み４，３０９万７，０００円、利子割交付

金は１３万７，０００円、配当割交付金は１１９万７，０００円、株式等譲渡所得割交付金は１

０８万７，０００円。 

 ２４ページ、法人事業税交付金は５５７万１，０００円、地方消費税交付金は７，３７１万１，

０００円、環境性能割交付金は３４４万１，０００円、地方特例交付金は３９万３，０００円、

地方揮発油譲与税から地方特例交付金までは、国及び県が示した見込額を計上しております。 

 次に地方交付税です。普通交付税は、令和５年度の実績、基準財政需要額の算定項目、公債費

の増額に伴う交付税措置などを勘案し、５，５６５万円増額の１８億１，９５１万８，０００円、

特別交付税は４，０００万円増額の２億７，０００万円で、合計２０億８，９５１万８，０００

円を計上しています。 

 ２５ページにかけて、交通安全対策特別交付金は５０万円、分担金及び負担金、分担金、農林

水産業費分担金は１６万５，０００円、農業水路等長寿命化・防災減災事業分担金です。 

 負担金、総務費負担金は鳥取県派遣職員人件費負担金など、民生費負担金は広域入所保育費負

担金、病児病後児保育事業負担金など、教育費負担金は日野高校コーディネーター事業負担金な

ど、農林水産業費負担金は日野町再生事業負担金として、負担金の合計としましては、１，０７

６万１，０００円を計上しています。 

 ２６ページにかけて、使用料及び手数料です。使用料の主なものとしまして、総務使用料は町

営バス、タクシー運行使用料など、商工使用料は鵜の池キャンプサイト使用料やオシドリ観察小

屋使用料、土木使用料は、町道敷使用料、町営住宅使用料などです。２７ページにかけて、教育

使用料は文化センター、公民館、社会体育館及びテニスコート使用料で、使用料の合計としては、

２，６０６万７，０００円を計上しています。 

 手数料の主なものとしまして、総務手数料は各種証明手数料や督促手数料、戸籍住民票に係る

手数料など、民生手数料は介護予防ケアマネジメント事業手数料、衛生手数料はごみ処理手数料、

狂犬病予防事業手数料などで、手数料の合計としては９３６万９，０００円です。 

 続いて、２８ページにかけて、国庫支出金、国庫負担金、民生費負担金１億１，０１８万２，

０００円は、障害者支援費負担金、児童手当負担金、生活保護費負担金など、衛生費負担金１１

万６，０００円は養育医療費負担金です。 

 国庫補助金、総務費補助金２，８１４万５，０００円は、電源立地地域対策交付金、特定地域

づくり推進事業交付金、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金、社会保障・税番号制度シス

テム整備費補助金など。民生費補助金８３４万３，０００円は、在宅障害者地域生活支援補助金、
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おひさまひろば等の子育て支援事業に係る交付金など。２９ページにかけて、衛生費補助金７９

万４，０００円は、合併処理浄化槽設置整備事業費補助金、母子保健衛生費補助金など、土木費

補助金は２，８２７万９，０００円、これは除雪機購入に係る社会資本整備総合交付金、橋梁修

繕事業等に係る道路メンテナンス事業費補助金及び住宅・建築物耐震改修事業費補助金です。教

育費補助金１，６６９万１，０００円は、日野学園グラウンド整備に係る学校施設環境改善交付

金及び特別支援教育就学奨励費補助金です。消防費補助金５４８万６，０００円は、耐震性貯水

槽設置に係る消防防災施設整備費補助金です。 

 国庫委託金、総務費委託金１６万１，０００円は、中長期在留者居住地届出等事業費委託金な

ど……（発言する者あり）事務費ですか、すみません、事務費の委託金など。民生費委託金７５

万３，０００円は、国民年金事務費委託金です。 

 続きまして、県支出金、県負担金、総務費負担金３９６万円は、県民税取扱費負担金。３０ペ

ージにかけて、民生費負担金５，７４９万９，０００円は、障害者支援費負担金、児童手当負担

金、国民健康保険基盤安定費負担金、後期高齢者医療保険基盤安定費負担金など。衛生費負担金

５万８，０００円は養育医療費負担金です。 

 県補助金、総務費補助金５，０９８万２，０００円は、鳥取県防災・危機管理対策交付金、市

町村創生交付金、鳥取県超高速情報通信基盤整備補助金、中山間地域路線維持支援補助金、みん

なで支え合う中山間地域づくり総合支援事業費補助金、特定地域づくり事業費補助金など。 

 ３１ページ、民生費補助金２，９８９万６，０００円は、特別医療費補助金、隣保館運営費補

助金、鳥取県中山間地域市町村保育料無償化等モデル事業費補助金、子ども・子育て支援交付金

など。衛生費補助金６８６万７，０００円は鳥取県自治体病院補助金、合併処理浄化槽設置整備

事業費補助金など。 

 ３２ページにかけて、農林水産業費補助金１億３，２９５万１，０００円は農業費補助金とし

て、地籍調査事業費補助金、農業者戸別所得補償制度推進事業費補助金、多面的機能支払交付金、

農地を守る直接支払事業交付金など。林業費補助金として、町行造林事業費補助金、町行造林持

出支援事業費補助金など。商工費補助金１５８万７，０００円は鳥取県新型コロナウイルス感染

症対応利子補助金など。土木費補助金９２万３，０００円は、日野郡除雪機運転手育成補助金、

急傾斜地崩落対策事業費補助金及び震災に強いまちづくり促進事業補助金です。 

 ３３ページにかけて、教育費補助金１，２４１万３，０００円は特別支援学校児童生徒通学支

援補助金、鳥取県学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金などです。 

 続きまして、県委託金、総務費委託金１２８万１，０００円は統計調査費委託金など。民生費
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委託金１０万３，０００円は見舞金支給委託金。土木費委託金３９７万９，０００円は県道除雪

応援委託金。教育費委託金４４万５，０００円は人権啓発活動費地方委託金です。 

 財産収入、財産運用収入、財産貸付収入７０４万２，０００円は、土地建物、伝送路等の貸付

収入。 

 ３４ページ、利子及び配当金３５７万円は、各種基金の利子や配当金です。 

 財産売払い収入、不動産売払い収入５４４万２，０００円は、町有林の間伐材売払い収入を計

上しております。 

 寄附金、寄附金、総務費寄附金４，０００万円は、ふるさと納税寄附金です。土木費寄附金４

３万７，０００円は、公共急傾斜地崩壊対策事業費寄附金です。 

 ３５ページにかけて、繰入金、基金繰入金、財政調整基金繰入金は１億５，７０２万８，００

０円、一般財源を補うため、財政調整基金から繰り入れるものです。観光振興基金繰入金１５５

万３，０００円は、観光パンフレットの作成などに充てるものです。愛と元気の日野町ふるさと

基金繰入金３７０万９，０００円は、イベント用のワンタッチテントの備品購入、保育所、義務

教育学校及び町図書館の図書購入費、おひさまひろば用の備品に充てるものです。森林整備基金

繰入金２，４１０万９，０００円は、林業再生事業、森林環境税関連事業などに充てるものです。

公共施設等長寿命化基金繰入金１，３６７万４，０００円は、山村開発センター、ブラインド修

繕及び給食センターの厨房設備の更新に充てるものです。減債基金繰入金３，０００万円は公債

費の償還に充てるものです。 

 特別会計繰入金、介護保険特別会計繰入金は９００万円を計上しています。 

 諸収入、町預金利子１万円は歳計一時預金利子です。 

 ３６ページにかけて、貸付金元利収入、社会福祉貸付金元利収入２４６万８，０００円は、住

宅新築資金等貸付金の元利収入及び福祉専門員奨学資金貸付金元利収入です。災害援護資金貸付

金元利収入３６万円は、同貸付金元利収入です。生活保護つなぎ資金元利収入９万円も同貸付金

元利収入です。ささえ愛コンビニ・プロジェクト貸付金元金収入５００万円も同貸付金元金収入

です。 

 ３８ページにかけて、諸収入、雑入は２，８０１万４，０００円、特別医療に係る高額療養費

繰替え戻入金、保育所職員共食費、社会福祉施設用地使用料等、宝くじ収入を財源とするコミュ

ニティー助成金、農地中間管理事業委託金、金持テラスひの共益費等、デジタル基盤改革支援基

金補助金などです。 

 ３８ページ、受託事業収入、医療と介護の一体的実施事業委託料７０５万８，０００円は、後
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期高齢者医療広域連合からの受託事業です。 

 ３９ページにかけて、町債、総務債は８，４８０万円、臨時財政対策債、生活交通確保対策事

業債、移住定住・空き家対策事業債、中山間地域買い物福祉サービス事業債、日野高校魅力向上

事業債及び自主放送設備事業債に係る借入れを予定しています。 

 民生債７５０万円は地域包括ケア推進事業債、家庭子育て支援事業債、ネウボラ推進事業債。 

 衛生債７５０万円は、日野病院に係る地域医療人材確保事業債。林業債４５０万円は、広域基

幹林道宝仏山線開設に係る整備事業債。 

 土木債４，３１０万円は、単県急傾斜地崩壊対策事業債、町道濁谷滝山線道路修繕事業などに

係る道路防災対策事業債、橋梁改良事業債、世帯向け住宅建設事業債、除雪機械整備事業債。 

 教育債８，３１０万円は、外国語指導助手配置事業債、学校図書館司書配置事業債、ＩＣＴ支

援員配置事業債、高校生等修学支援事業債、ふるさと教育推進事業債、日野学園グラウンド整備

に係る義務教育学校建設事業債です。 

 消防債２，９５０万円は、耐震性貯水槽設置に係る消防施設等整備事業債です。 

 歳入については以上です。 

 続きまして、歳出について御説明いたします。 

 ４０ページを御覧ください。４１ページにかけて、まず議会費は６，９０７万４，０００円で

す。報酬は議員１０名分の報酬、給料、職員手当等、共済費は、一般職員、会計年度任用職員の

人件費です。旅費、交際費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、負担金、補助及び交

付金は、議会運営に係る費用を計上しております。 

 ４３ページにかけて、総務費、総務管理費、一般管理費は１億７，６０５万２，０００円を計

上しています。報酬は、固定資産評価委員及び会計年度任用職員の報酬、給料、職員手当等及び

共済費は、町長、副町長、総務課、企画政策課、出納室の職員に係る人件費、報償費は自治会長

手当など、旅費は、町長、副町長、職員の旅費、交際費は町長交際費、需用費は消耗品費や公用

車管理に必要な経費など、役務費は電話料や金融機関への手数料など、委託料は宿直、財務書類

作成支援等に係る委託料など、使用料及び賃借料は電話機、複合機などの借り上げ料など、負担

金、補助及び交付金は、町村会等加入団体や職員健診負担金等を計上しています。公課費は公用

車の自動車重量税です。 

 ４４ページにかけて、文書広報費は１，１１５万１，０００円を計上しています。需用費は広

報ひのの発行や防災無線の維持に係る費用など、役務費は文書発送や例規集、法令集に係る費用

など、委託料は防災行政無線設備の保守に係る委託料など、使用料及び賃借料は町例規集システ
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ム使用料など、負担金、補助及び交付金は防災無線の電波使用に対する負担金などを計上してい

ます。 

 ４５ページにかけて、財産管理費は２，１０８万７，０００円を計上しています。報酬、職員

手当等、共済費は、登記事務に係る会計年度任用職員の人件費、需用費、役務費、使用料及び賃

借料は、町公舎、公用車車庫、山村開発センター及び役場庁舎などの維持管理に係る経費です。

委託料はエレベーターや空調設備などの各種点検や清掃委託料です。工事請負費は山村開発セン

ター、ブラインド取替え工事です。 

 次の企画費からは企画政策課長が説明いたします。 

○議長（中原 信男君） 神崎企画政策課長。 

○企画政策課長（神崎  猛君） ４５ページ中段を御覧ください。４８ページにかけて企画費は

４億３，４７７万円を計上しております。内容ですが、町営タクシー、バスを併せた町営交通に

係る経費、移住定住を促進するための経費、集落支援に係る経費、日野町未来づくり事業協同組

合に係る経費、チャンネルひの番組制作等を行うための経費、学校跡地の運営に係る経費、金持

テラスひのの管理に要する経費などを計上しております。 

 報酬は、男女共同参画推進委員会委員の委嘱、会計年度任用職員の報酬、給料、職員手当など

及び共済費は会計年度任用職員の人件費です。 

 報償費は、地域おこし協力隊員の報償金、ふるさと納税の記念品などを計上しております。 

 旅費は、職員の移住定住相談会参加に係るもの、日野町リノベーションＬａｂの研修に係るも

の、会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償を計上しています。 

 需用費は、町営交通の燃料費、修繕料など、金持テラスひの及び学校跡地の光熱水費などを計

上しております。 

 役務費は、ふるさと納税の返礼品に係る送料、ふるさと住民票に係るふるさと定期便の送料な

どを計上しています。 

 委託料は、買物福祉サービス支援事業委託、町営交通管理運行業務委託、金持テラスひの施設

整備、清掃などの委託、チャンネルひの番組制作委託、それから、ふるさと納税業務委託、たた

らの里づくり、ＡＲアプリ保守及びたたらの里づくりホームページ保守管理委託に係る経費など

を計上しております。 

 使用料及び賃借料は、お試し住宅の借り上げ料、ふるさと納税サイトに係る使用料、金持テラ

スひのの土地借り上げ料などを計上しております。 

 工事請負費は、電源立地地域対策交付金事業に係るリノベーションＬａｂの改修費用を計上し
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ております。 

 備品購入費は、イベント用ワンタッチテント購入費、ＣＡＴＶ番組制作に係る自主放送制作機

材、中学校跡地で使用する遊具、おもちゃや、リノベーションＬａｂで使用する回転式テーブル、

椅子、掃除機などを計上しております。 

 負担金、補助及び交付金は、負担金として西部広域行政管理組合負担金、日野高校双葉寮管理

者・調理員配置負担金及び運営負担金、大山山麓・日野川流域観光推進協議会事業への負担金な

どを計上しています。補助金として高齢者向けスマートフォン購入補助、地域おこし協力隊員に

係る補助金、生きいき“ひの”ふれあい祭り実行委員会補助金、コミュニティー助成に係る補助

金、集落支援に係る地域活動支援交付金、タクシー利用助成などをはじめ、移住定住を促進する

ため住宅改修費、それから家財道具処分、通勤費などへの補助、根雨駅特急列車利用促進として、

ふるさと教育に参加される高校生に特急列車利用の料金補助、日野町未来づくり事業協同組合へ

の補助金などを計上しています。 

 公課費は、町営交通、バス、タクシーの自動車重量税です。 

 情報処理費は８，５４５万４，０００円を計上しております。需用費は、電柱移転に伴う光ケ

ーブルの支障移転やパソコンの修繕など、役務費は通信料及びネットワーク保険料、委託料は各

種業務システム電算処理委託料やセキュリティー保守委託料など、使用料及び賃借料は各種シス

テムや機器の借り上げ料、ソフト使用料など、備品購入費は職員の業務用パソコン更新に係る費

用、負担金、補助及び交付金はシステム共同運用負担金などです。 

 交通安全対策費は７３万８，０００円を計上しています。交通安全指導員の報償費やその活動

に要する経費などを計上しています。 

 ４８ページにかけて、財政調整基金費は７，６１１万１，０００円を計上しております。財政

調整基金積立金１６０万６，０００円、愛と元気の日野町ふるさと基金積立金２，９６８万円、

森林整備基金積立金４，３１２万７，０００円などを計上しています。 

 諸費は３０万５，０００円を計上しております。町表彰、金婚祝い事業に係る記念品代、防犯

協議会などに係る負担金です。 

 ４９ページにかけて、防災諸費は１，５３６万５，０００円を計上しております。報酬、職員

手当など、共済費、旅費は危機管理監に係る人件費など、需用費は備蓄用物資など、役務費はド

ローン操作研修受講料など、委託料はウェブハザードマップの作成業務委託や、ひの防災福祉コ

ミュニティセンター事業委託料など、使用料及び賃借料はゼンリン住宅地図システム使用料、備

品購入費は更新時期などによりＡＥＤ５台を新たに購入する費用、負担金、補助及び交付金は、
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県防災無線に係る負担金、補助金は消防用施設など整備補助金、除雪機械購入補助金などでござ

います。 

 次の徴税費からは住民課長が説明いたします。以上でございます。 

○議長（中原 信男君） 荒木住民課長。 

○住民課長兼会計管理者（荒木 憲男君） ４９ページ下段から５０ページにかけて、徴税費、税

務総務費は３，７９５万５，０００円を計上しております。給料、職員手当等、共済費は税務関

係職員に係る人件費です。報償費は記念品、需用費は追録代金などの消耗品費、封筒などの印刷

製本費、負担金、補助及び交付金は、軽自動車税申告書取扱負担金などです。 

 ５１ページにかけて、賦課徴税費は１，３４７万２，０００円を計上しております。需用費は

公用車の燃料代、役務費は口座振替及びコンビニ収納手数料、公用車任意保険料など、委託料は

地方税共通納税システム連携に係る委託料、コンビニ収納システム委託料などです。使用料及び

賃借料は地方税電子申告システム利用料、ｅＬＴＡＸ連携システム利用料など、負担金、補助及

び交付金は地方税共同機構負担金などです。補償、補填及び賠償金は固定資産税過年度補填金、

償還金、利子及び割引料は法人税などの還付金です。 

 ５２ページにかけて、戸籍住民基本台帳費は２，５０２万６，０００円を計上しております。

給料、職員手当等、共済費は、戸籍・住民関係職員に係る人件費、需用費は追録代金などの消耗

品費、公用車の燃料費、印鑑登録証の印刷代、役務費はマイナンバーカードに係る郵券代、証明

手数料に係る小為替購入手数料、委託料は戸籍事務へのマイナンバー制度導入に伴うシステム改

修業務委託料などです。使用料及び賃借料はマイナンバーカード事務用端末リース料です。備品

購入費は戸籍届出書保管のための耐火金庫購入費などです。負担金、補助及び交付金はコンビニ

交付システム運営負担金です。 

 選挙費、選挙管理委員会費は８万２，０００円を計上しております。選挙管理委員会の委員報

酬と消耗品費です。 

 選挙啓発費は１万８，０００円を計上しております。明るい選挙推進協議会委員報償金と連合

会負担金です。 

 知事選挙費、県議会議員選挙費、町議会議員選挙費は、廃目整理です。 

 統計調査費、統計調査総務費は１１０万円を計上しています。農林業センサスの実施に伴う調

査員の報酬、その他、各種統計調査の実施に伴う事業費を計上しています。 

 ５３ページ、監査委員費は９２万３，０００円を計上しています。監査委員２名分の報酬や旅

費、負担金などです。 
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 次の民生費からは健康福祉課長が説明いたします。 

○議長（中原 信男君） 住田健康福祉課長。 

○健康福祉課長（住田 秀樹君） ５３ページ中段から５４ページにかけて、民生費、社会福祉費、

社会福祉総務費は３億２，９７４万３，０００円を計上しております。給料、職員手当等、共済

費は福祉関係職員に係る人件費、報償費は地域福祉計画策定委員などに対する報償金、需用費は

生活困窮者自立支援事業など諸事業に係る消耗品費、燃料費、印刷製本費です。役務費は、諸事

業に係る郵券料の通信運搬費、障害者支援事業における審査支払い手数料、新たに実施する地域

でつくりみんなで支える送迎事業で使用する自動車に係る保険料です。委託料は、電算処理委託

料のほか、介護予防プラン作成、障害者支援事業、地域包括ケアシステム構築事業、家計改善支

援事業、地域でつくりみんなで支える送迎事業などの委託料、負担金、補助及び交付金は、各種

事業・団体への負担金、そして社会福祉協議会補助金、福祉人材確保補助金、民生児童委員協議

会補助金などです。扶助費は、障害者支援に関する生活扶助、医療扶助、住宅扶助のほか、特別

障害者手当や障害福祉サービス費等、繰出金は国民健康保険特別会計、介護保険特別会計への繰

出金です。 

 ５５ページにかけて、老人福祉費は１億３，３３４万１，０００円を計上しています。報償費

は、老人ホーム措置入所判定委員会の委員報償金及び敬老事業の記念品代などです。需用費は、

医療と介護の一体的実施事業で実施するフレイル予防の際に使用する消耗品費、公用車燃料費、

生活習慣病予防レシピカードの印刷製本費など、役務費はフレイルチェックの結果通知に係る郵

券料など、委託料は、フレイル運用管理システム及び令和６年度から本格的に運用開始するＬＩ

ＮＥを活用した検診予約、フレイルチェックに係る委託料、使用料及び賃借料は老人保健施設お

しどり荘等の用地に係る土地借り上げ料。備品購入費は太鼓の達人ソフトなどの購入費。負担金、

補助及び交付金は、後期高齢者医療広域連合負担金のほか、ねんりんピック町実行委員会に対す

る補助金、特別養護老人ホームあいご建設借入金利子補助金、小規模多機能ホーム「きんもくせ

い」利子補助金、老人クラブ活動補助金、災害時の支え愛マップ事業補助金、百歳体操に係る奨

励交付金などです。扶助費は、養護老人ホームの措置入所に係る扶助費、在宅介護、家族者支援

金等、繰出金は後期高齢者医療保険特別会計への繰出金です。 

 特別医療費助成事業は３，０７０万２，０００円を計上しています。需用費は受給者証の用紙

代、役務費は国保連合会等への審査支払い手数料、扶助費は障害のある方や小児、独り親家庭な

どへの医療費助成です。 

 なお、令和６年度から特別医療費助成制度によって小児医療費が無償化になることから、令和
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５年度と比較し、扶助費が増額となっております。 

 ５６ページにかけて、社会福祉施設費は９４２万４，０００円を計上しています。報酬は隣保

館運営審議会議員報酬、給料、職員手当等及び共済費は会計年度任用職員に係る人件費、報償費

は地域交流啓発促進事業等に係る講師謝礼等、旅費は県外で行われる研修会の参加旅費、需用費

は隣保館、老人憩いの家、公用車の維持管理に係る消耗品費、燃料費等、役務費は保険料など、

委託料は点検委託料、使用料及び賃借料は公用車の借り上げ料など、負担金、補助及び交付金は

県隣保館連絡協議会ほか関係団体への負担金、補助金は研修会などの参加旅費補助金です。 

 ５７ページ、地域改善対策費２３万４，０００円は、使用料及び賃借料として、公用車の軽自

動車リース料、国民年金事務費１６万７，０００円は需用費として事務用消耗品です。 

 ５８ページにかけて、児童福祉費、児童福祉総務費は１億１，８８５万７，０００円を計上し

ています。報酬は歯科健康診断に係る報酬及び会計年度任用職員に係る報酬、給料、職員手当等、

共済費、旅費は、保育所に係る一般職員及び会計年度任用職員の人件費、報償費は研修会講師謝

礼等の報償金です。需用費は保育所等運営に係る消耗品費、修繕料などです。役務費は電話料、

各種手数料及び保険料、委託料は病児病後児保育業務委託料、保育所調理等業務委託料など、使

用料及び賃借料はシステム使用料とベビーセンスの借り上げ料、備品購入費は、保育所、児童図

書、スロープ遊具、乳児用椅子等の購入費、負担金、補助及び交付金は、児童の災害共済負担金、

家庭子育て支援交付金、出産子育て応援交付金など、扶助費は医療扶助、出生祝い金及び小・中

学校等応援支度金です。 

 児童保護費は１，０８８万６，０００円を計上しております。報償費は卒園記念品、需用費は

教材費に係る消耗品費、施設の維持管理に係る光熱水費、給食の賄い材料費などです。役務費は

ピアノの調律と遊具の点検手数料です。 

 児童措置費は２，５７８万５，０００円を計上しております。需用費は児童手当事務マニュア

ル購入のための消耗品費、扶助費は児童手当です。 

 母子福祉費は１，２５４万１，０００円を計上しております。委託料は児童扶養手当システム

の電算処理委託料、負担金、補助及び交付金は養育費に係る公正証書作成等に係る補助金、扶助

費は児童扶養手当の支給、助産施設・母子生活支援施設入所措置費、母子家庭自立支援給付金で

す。 

 ６０ページ、生活保護費、生活保護総務費は４９２万５，０００円を計上しています。報酬は

嘱託医及び会計年度任用職員の報酬、旅費は研修旅費、嘱託医及び会計年度任用職員の費用弁償、

需用費は福祉事務所運営のための消耗品費等の費用、役務費は預金調査や診療報酬審査支払いの
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手数料及び公用車の任意保険料などです。委託料は生活保護システムに係る電算処理委託料及び

嘱託医の派遣委託料、使用料及び賃借料は、医療扶助オンライン資格確認、接続に係るＶＰＮア

ダプターの使用料、負担金、補助及び交付金は就労支援員共同設置などの負担金、扶助費は被保

護者に夏季に見舞いする見舞金、貸付金は生活保護つなぎ資金です。 

 生活保護扶助費は３，６１７万１，０００円を計上しています。扶助費は、生活扶助、住宅扶

助、医療扶助などです。 

 ６１ページ、衛生費、保健衛生費、保健衛生総務費は４億７，０１６万８，０００円を計上し

ています。給料、職員手当等、共済費は、保健衛生に係る職員の人件費です。旅費及び需用費は

保健師の研修に係る費用です。負担金、補助及び交付金は、日野病院組合への構成町負担金、日

野病院建設時の借入金利子補助金、地域医療の人材確保のための補助金、透析患者通院費助成事

業補助金、井戸新規設置に対する補助金及び井戸水等の水質検査実施に対する補助金です。繰出

金は簡易水道事業会計への繰出金です。 

 ６２ページにかけて、予防費は１，６６３万５，０００円を計上しています。報償費は予防接

種健康被害調査委員会委員報償金、乳幼児健診などに係る医師等への謝礼、旅費は助産師への費

用弁償、需用費及び役務費は予防接種、検診に係る諸費用、委託料は電算処理委託料のほか、妊

婦・乳幼児健診委託料、予防接種医療機関委託料などです。使用料及び賃借料は医師送迎に係る

タクシー借り上げ料、負担金、補助及び交付金は不妊治療費の一部助成、インフルエンザ、風疹、

帯状疱疹などの予防接種負担金、扶助費は未熟児療育医療に係る医療扶助です。 

 保健事業費は９６８万５，０００円を計上しています。報償費はがん検診や健康教室などに係

る助産師、歯科衛生士等への謝礼、旅費は食育サポーターへの費用弁償、需用費は諸事業に係る

消耗品費、印刷製本費、そして公用車に係る燃料費、修繕料です。役務費は事業に必要な郵券代、

クリーニング代、公用車の任意保険料、委託料は健康管理システム電算処理委託料及びがん検診、

人間ドック等について保健事業団や医療機関への委託料です。備品購入費は山村開発センターに

備え付けする血圧計の購入費用です。 

 ６３ページにかけて、環境衛生費は２，６４８万７，０００円を計上しています。負担金、補

助及び交付金の負担金はし尿処理分の三町衛生施設組合負担金、浄化槽関係団体及び浄化槽台帳

システム負担金、補助金は合併浄化槽設置補助金２基分を計上しています。 

 清掃費、じんかい処理費は７，０１３万３，０００円を計上しています。報償費はごみ袋等の

取扱報償金、需用費は収集カレンダーの印刷製本費など、委託料は一般廃棄物処理基本計画策定

に係る費用及びごみの収集運搬及び処理費用、負担金、補助及び交付金はごみ処理分の三町衛生
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施設組合への負担金及び生ごみ処理機購入費補助金です。 

 次の農林水産業費からは産業振興課長が説明いたします。 

○議長（中原 信男君） 五百川産業振興課長。 

○産業振興課長（五百川和久君） 引き続き、６３ページ下段を御覧ください。６４ページにかけ

て、農林水産業費、農業費、農業委員会費は４８５万１，０００円を計上しています。報酬は農

業委員会委員及び農地利用最適化推進委員に係るもの、報償費は地域計画策定に係る集落連絡員

への報償金及び農業委員会視察に係る視察先への謝礼、旅費は全国農業委員会会長大会に係るも

の、需用費はコピー用紙等の消耗品、役務費はタブレット端末の通信料など、使用料及び賃借料

は農業委員会視察に係るバスの借り上げ料、負担金、補助及び交付金は県農業会議等への負担金

を計上しています。 

 ６５ページにかけて、農業総務費は９，１５０万４，０００円を計上しています。報酬、給料、

職員手当等、共済費及び旅費は工事委託の技術専門指導を行う会計年度任用職員及び農業関係職

員の人件費です。需用費は公用車の燃料費及び修繕料、役務費は公用車の任意保険料です。委託

料は農地の地図情報等システムの管理委託、負担金、補助及び交付金は農業関係団体への負担金、

繰出金は下水道事業会計への繰出金です。 

 ６６ページにかけて、農業振興費は１億１，９１９万３，０００円を計上しています。報酬は

農地中間管理事業、町農業再生協議会の職員の人件費、給料は日野郡鳥獣被害対策協議会の職員

の人件費、職員手当等、共済費はこれらの職員に係るもの、報償費は地域おこし協力隊員で町農

林振興公社職員や金持テラスひのの特産品販売の職員の報償金や鳥獣被害対策に係るイノシシや

鹿などの捕獲に対する奨励金です。旅費は町農業再生協議会職員等に係る通勤手当、需用費は町

農産物加工所の餅切り機の修繕、中山間地域等直接支払い、農地中間管理事業、多面的機能支払

い等に係る消耗品費、公用車の燃料費など、役務費は中山間地域等直接支払い事業等に係る郵券

代や農産物加工施設の建物火災保険料など、委託料はイノシシなどの有害鳥獣駆除等の委託費、

原材料費はイノシシ等の侵入防止のためのワイヤメッシュ柵の施設営繕材料費を計上しています。

負担金、補助及び交付金の負担金は日野郡鳥獣被害対策協議会への負担金など、補助金は町農林

振興公社への運営費補助に加え、意欲ある米作り農家や野菜作り農家等への種苗費助成のほか、

鈴原糯やソバ種子、海藻肥料普及への補助に係る補助金などです。交付金は中山間地域等直接支

払い、環境保全型農業直接支払い、多面的機能支払交付金などです。 

 畜産業費は１７０万８，０００円を計上しています。報償費は畜産共進会出品等に係る奨励金、

負担金、補助及び交付金は畜産農家への牛舎等改修費補助や和牛増頭補助、飼料高騰による経営
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緊急救済事業補助です。 

 ６７ページにかけて、農地費は８，３４２万４，０００円を計上しています。報酬、職員手当

等、共済費は地籍調査事業に係る人件費、報償費は地籍調査地区委員等の手当、旅費は地籍調査

事業に係る職員の通勤手当、需用費は地籍調査事業に係るくい等の消耗品、燃料費、印刷製本費

と農道の修繕料、役務費は地籍調査に係る電話料金等、委託料は地籍調査事業の調査測量委託料

や、農業水路等長寿命化・防災減災事業に係る測量設計委託料、使用料及び賃借料は地籍調査に

伴う調査拠点施設使用料、軽トラックのリース料、工事請負費は上菅地区林道補修及び本郷水路

改修工事、原材料費は農道修繕に必要な材料費、備品購入費は地籍調査事業に伴う草刈り機の購

入費、負担金、補助及び交付金は各種団体への負担金と、しっかり守る農林基盤交付金事業の水

路改修等補助金、補償、補填及び賠償金は地籍調査事業に伴う物件移転補償金を計上しています。 

 農林業地域改善対策事業費は７万２，０００円を計上しています。役務費、委託料は下榎共同

作業所など３施設の建物火災保険料や消防設備等、法定点検委託料を計上しています。 

 ６８ページ、農村地域農業構造改善事業費は２万６，０００円を計上しています。これは、町

運動広場の維持管理に伴う経費で、需用費はトイレと休憩所の電気料、役務費は建物火災保険料

を計上しています。 

 山村振興費は１，２６６万８，０００円を計上しています。日野町交流センターリバーサイド

ひのに係る運営管理経費で、需用費は一般修繕料、役務費は建物火災保険料、委託料は指定管理

料、使用料及び賃借料は布団リース料を計上しています。 

 ６９ページにかけて、林業費、林業総務費は３７６万２，０００円を計上しています。給料、

職員手当等、共済費は森林管理を行う職員の人件費、報償費は野鳥巣箱コンクールに係る入賞者

記念品代、需用費は林業に係る書籍購入費、負担金、補助及び交付金は治山林道協会負担金及び

森林管理を行う職員への家賃補助です。 

 林業振興費は３，２２０万８，０００円を計上しています。需用費は町管理林道等の修繕費、

委託料は金持朝刈の町有林伐採搬出ほか、金持朝刈１号線の路面改良工事等に係る測量設計委託

料及び森林経営管理制度に係る意向調査や集積計画作成、森林クラウドシステムなどに係る委託

料です。使用料及び賃借料は森林クラウドシステムの使用料、工事請負費は金持朝刈１号線の路

面改良工事費、負担金、補助及び交付金は町が林業労働者福祉向上推進事業に係る負担金、補助

金はスマート林業推進に係る補助、間伐促進のための持ち出し支援補助など、交付金は林業経営

計画の作成促進、林業の担い手確保のための給付金です。 

 林業総合センター管理費は２万９，０００円を計上しています。役務費は林業総合センターの
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火災保険料です。 

 林道開設費は４５０万円を計上しています。負担金、補助及び交付金は広域基幹林道宝仏山線

の開設工事に係る県への負担金です。 

 ７０ページにかけて、商工費、商工費、商工総務費は８８６万９，０００円を計上しています。

需用費は消費者行政に係る啓発用のぼりの作成費です。委託料は消費生活相談の業務委託料、負

担金、補助及び交付金は町商工会への補助金のほか、起業・創業や商品の魅力アップに取り組む

事業者への補助金、防犯機能付電話機の購入補助金などです。 

 ７１ページにかけて、観光費は１，８５１万１，０００円を計上しています。報酬、給料、職

員手当等及び共済費は観光担当職員及びオシドリ観察小屋の支援を行う職員に係る人件費、報償

費は宝仏山の維持管理のほか、星空観望会に係る講師謝金などです。旅費は星空観望会に係る講

師のほか、オシドリ観察小屋の支援を行う職員に係る費用弁償、需用費は観光パンフレットのほ

か、滝山公園や鵜の池公園などの維持管理に要する経費、「ＷＥＳＴ ＥＸＰＲＥＳＳ 銀河」の

乗車記念缶バッジの作成や、歓迎用横断幕に要する経費、オシドリ駐車場のトイレの目隠し板の

修繕料を計上しています。役務費は滝山公園の公衆便所のくみ取り料や金持観光物産館の火災保

険料など、委託料は滝山公園及び鵜の池公園の草刈り業務、鵜の池公園キャンプ場の管理委託、

オシドリ観察小屋ガイド委託料、オシドリ観察小屋目隠し板設置などです。使用料及び賃借料は

金持観光物産館の借地料や、明地峠やオシドリ観察小屋に設置するライブカメラの借り上げ料、

車両借り上げ料など、負担金、補助及び交付金は県観光連盟や日野郡広域交流促進協議会、山陰

観光連盟などへの負担金に加え、観光担当職員のうち、地域おこし協力隊員に係る家賃補助に係

る補助金などを計上しています。 

 次の土木費からは、建設水道課長が説明いたします。 

○議長（中原 信男君） 音田建設水道課長。 

○建設水道課長（音田雄一郎君） ７１ページの下段を御覧ください。７２ページにかけて、土木

費、土木管理費、土木総務費は１億７１３万９，０００円を計上しています。給料、職員手当等、

共済費は土木関係職員に係る人件費などを計上しています。需用費は舟場コミュニティセンター

などの施設管理に伴う消耗品費、光熱水費、修繕料など、役務費は浄化槽点検手数料、建物の保

険料、委託料は浄化槽の保守点検、施設管理の委託及び住宅等の耐震診断について申請者宅へ建

築士を派遣する委託費です。負担金、補助及び交付金は根雨地区急傾斜地崩落対策事業負担金及

び土木関係団体への負担金、地域集会所等バリアフリー助成事業費などです。繰出金は下水道事

業会計への繰出金です。 
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 ７３ページにかけて、道路橋梁費、道路橋梁総務費は２３１万１，０００円を計上しています。

報償費は自治会での町道草刈りボランティアに対する謝礼、需用費は公用車の消耗品費、燃料費、

光熱水費は道路照明施設の電気料、公用車の車検等に係る修繕料です。役務費は公用車の保険料

など、委託料は土木設計積算システムに係る費用、公課費は公用車の車検に係る重量税です。 

 ７４ページにかけて、道路維持費は９，６３９万２，０００円を計上しています。報酬、職員

手当等、共済費、旅費は町道の維持管理などを行うための会計年度任用職員４名分の人件費を計

上、需用費は道路維持管理と除雪車両に伴う消耗品費、燃料費、光熱水費、修繕料を計上してい

ます。役務費は、手数料が除雪機の車両回送料、保険料は除雪車両の保険料、委託料は測量設計

等委託料が町道濁谷滝山線道路修繕に係る測量設計費用、その他委託料は除雪委託料など、使用

料及び賃借料は道路作業及び除雪車両の借り上げ料です。工事請負費は町道根雨１号線、本郷線

道路の修繕工事費及び町道維持管理工事費、原材料費は町道補修用資材費、備品購入費は除雪用

８トンドーザー１台、歩道用小型除雪機２台の購入費用、負担金、補助及び交付金は除雪機械運

転士育成支援補助金、公課費は除雪車両などの車検に伴う重量税です。 

 橋梁維持費は１，９２５万３，０００円を計上しています。委託料は祇園橋など３２橋の点検

調査委託料、工事請負費は中菅橋など３橋の補修工事費です。 

 道路新設改良費は、事業完了による廃目整理です。 

 住宅費、住宅管理費は１４８万９，０００円を計上しています。町営住宅など維持管理に必要

な費用で、需用費は、住宅管理の消耗品費、浄化槽及び街灯の電気料、修繕料は若者向け住宅の

火災報知機の交換費用など、役務費は口座振替手数料及び浄化槽清掃費用と建物の保険料、委託

料は浄化槽及び消防用設備の保守点検料です。 

 ７５ページ、住宅建設費は９８５万９，０００円を計上しています。公有財産購入費は新しい

世帯向け住宅建設用地の土地購入費、補償、補填及び賠償金は住宅建設予定地入り口の建物補償

費を計上しています。 

 ７６ページにかけて、消防費、非常備消防費は５，３３５万４，０００円を計上しています。

報酬、旅費は、消防団員及び消防委員に係る報酬及び費用弁償、需用費は消防車両と施設維持の

ための消耗品費、燃料費、食料費、光熱水費、修繕料を計上しています。なお、今年度は消防団

員の活動服を新基準に対応したものに更新することとしています。役務費は消防車両、施設の保

険料及び移動系無線点検手数料など、委託料は耐震性貯水槽を設置するための測量設計委託料、

使用料及び賃借料は消防団向け出動指令勤怠管理アプリ利用料、テレビ受信料、工事請負費は耐

震性貯水槽を野田地区と中菅中央、岡地区に設置するための工事費、備品購入費は消防団用消防
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ホースの購入費用、負担金、補助及び交付金は町村総合事務組合や消防協会などへの負担金及び

消防団員への運転免許取得補助金など、公課費は消防車両の重量税です。 

 教育費からは、教育課長が説明いたします。 

○議長（中原 信男君） 遠藤教育課長。 

○教育課長（遠藤 律子君） ７６ページ中段を御覧ください。教育費、教育総務費、教育委員会

費は１３２万９，０００円を計上しています。報酬は教育委員報酬、負担金、補助及び交付金は

鳥取県市町村教育委員会研究協議会などの負担金です。 

 ７８ページにかけて、事務局費は１億５，４５５万３，０００円を計上しています。報酬、給

料、職員手当等、共済費は会計年度任用職員、教育長及び教育関係職員の人件費です。報償費は

教育推進協議会委員、研修会講師、公設英語教室講師等の謝金等です。旅費は教育長の研修会に

係るもの、指導主事の研修旅費などです。需用費は消耗品費や公用車の維持管理に係る費用など

です。役務費は庭木剪定手数料、公用車保険料など、委託料は外国語指導助手委託料などです。

使用料及び賃借料は通学送迎車借り上げ料、工事請負費は日野学園のグラウンド改修工事費、負

担金、補助及び交付金は就学支援協議会等への負担金、公課費は公用車の自動車重量税です。 

 ７９ページにかけて、義務教育学校費、学校管理費は３，８８０万３，０００円を日野学園の

維持管理に係る経費として計上しています。報酬は学校医、歯科医及び薬剤師の報酬及び会計年

度任用職員の報酬、職員手当等、共済費は会計年度任用職員の人件費です。旅費は会計年度任用

職員と学校歯科医の費用弁償、需用費は事務、維持管理に係る経費です。役務費はｉＰａｄ基本

使用料、教職員・児童の健診等の手数料、学校の火災保険料等です。委託料は点検委託料、管理

委託料、ＩＣＴ支援員業務委託料等、使用料及び賃借料は電話機やバスの借り上げ料等、原材料

費は施設の補修材料の購入費、備品購入費は児童用図書及び教師用パソコンなどの学校用備品購

入費用、負担金、補助金及び交付金は児童災害共済負担金等です。 

 ８０ページにかけて、教育振興費は１，２３７万８，０００円を計上しています。報償費は講

師及び外部指導者などの謝金、記念品としての入学児童ナップランド費用、卒業記念品等です。

需用費は教科書改訂に伴う教師用教科書と学習指導に係る消耗品費、ＩＣＴ機器や教材備品の修

繕料です。役務費は傷害保険料等、委託料はパソコン保守サービス委託料、使用料及び賃借料は

学習サービス英語学習アプリの利用料などです。備品購入費はアンプなど教材用備品の購入、負

担金、補助及び交付金は児童生徒の通学費補助金、修学旅行バス代補助金、体育大会等選手派遣

費補助金等、扶助費は要・準要保護児童就学援助費です。 

 ８２ページにかけて、社会教育費、社会教育総務費は４，９８２万４，０００円を計上してい



－62－ 

ます。報酬は社会教育委員に係る委員報酬、給料、職員手当等、共済費は社会教育関係職員及び

会計年度任用職員の人件費です。報償費は日野高校魅力向上、学校・家庭・地域連携等各種事業

に係る報償金、謝金、記念品等です。旅費は研修旅費等です。需用費は各種事業に係る消耗品費、

燃料費及び印刷製本費です。役務費は通信料や保険料等です。委託料は菅福食文化伝承館の消防

設備等点検委託料、使用料及び賃借料は軽自動車リース料等、負担金、補助金及び交付金はふる

さと教育推進等に係る負担金及び高校生通学費助成、高校生等奨学金等に係る補助金です。 

 ８３ページにかけて、公民館費は１，７２４万３，０００円を計上しています。報酬は公民館

運営審議会委員報酬、給料、職員手当等、共済費は会計年度任用職員の人件費です。報償費は講

師謝礼など、需用費は公民館運営及び事業実施に係る消耗品費、光熱水費等、役務費は火災保険

等、委託料は点検委託、時間外使用時の管理委託、清掃委託等の費用です。使用料及び賃借料は

公民館の土地借り上げ料等、負担金、補助及び交付金は鳥取県公民館連合会への負担金です。 

 ８４ページにかけて、文化財保護費は３２５万１，０００円を計上しています。報酬は文化財

保護審議会委員の報酬及び会計年度任用職員の報酬、職員手当等、共済費は会計年度任用職員の

人件費です。報償費は文化財保護活用地域計画協議会委員等の報償金、需用費は歴史民俗資料館

の維持管理に係る光熱水費など、役務費は歴史民俗資料館の火災保険料等、委託料は点検委託料、

管理委託料等、使用料及び賃借料は資料館駐車場用地借り上げ料、負担金、補助及び交付金は近

藤家住宅火災報知機点検費用補助金等です。 

 ８５ページにかけて、文化センター費は１，８３３万２，０００円を計上しています。報酬は

文化センター運営委員報酬、給料、職員手当等、共済費は会計年度任用職員の人件費です。報償

費は吹奏楽等ワークショップ等の謝礼、需用費は文化センター運営、事業実施に係る消耗品費、

燃料費、光熱水費、修繕料等です。役務費は火災保険料等、委託料は音響・照明設備、エレベー

ター設備の点検委託料等、使用料及び賃借料はコピー機の借り上げ料等、負担金、補助及び交付

金はアートスタート事業に係る補助金です。 

 ８６ページにかけて、図書館費は１，６７６万３，０００円を計上しています。報酬、給料、

職員手当等、共済費及び旅費は会計年度任用職員の人件費です。報償費は読書推進フォーラム講

師謝礼及び読む読むキャンペーン等の記念品、需用費は新聞、雑誌等の消耗品、公用車に係る燃

料費等、役務費は通信運搬費と保険料、委託料は図書システムに係る保守点検委託料、使用料及

び賃借料は図書館情報システムに係る借り上げ料、備品購入費は図書の購入、負担金、補助及び

交付金は全国図書館協会等の負担金、公課費は公用車の自動車重量税です。 

 ８７ページにかけて、保健体育費、学校給食費は４，１６３万２，０００円を計上しています。
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需用費は光熱水費等及び調理機器に係る修繕料、役務費は衛生管理に係る手数料等、委託料は点

検委託料及び調理業務等の委託料、使用料及び賃借料は複合機の借り上げ料等、工事請負費は冷

蔵庫、冷凍庫と野菜調理器フードスライサーの更新工事費、負担金、補助及び交付金は学校給食

費補助金、公課費は公用車の重量税です。 

 ８８ページにかけて、体育総務費は４１４万８，０００円を計上しています。報償費はスポー

ツ推進委員の報償費、各スポーツ教室やソフトテニス講習会の講師等の謝礼、町駅伝及びニュー

スポーツ大会等の参加記念品、旅費はソフトテニス講習会講師の費用弁償、需用費は各種大会・

教室に係る消耗品費、各体育施設の光熱水費と根雨社会体育館看板撤去に係る修繕料等です。役

務費はスポーツ少年団登録に係る手数料及びスポーツ安全保険、建物共済等保険料、委託料は菅

福社会体育館の浄化槽管理清掃委託料等、備品購入費はニュースポーツ用具の購入費、負担金、

補助及び交付金は鵜の池マラソン大会実行委員会補助金、町体育協会補助金、社会体育関係大会

等派遣費補助金です。 

 ８９ページにかけて、同和教育費、社会同和教育費は４５４万８，０００円を計上しています。

報酬は人権センター審議会委員報酬、給料、職員手当等及び共済費は会計年度任用職員の人件費

です。需用費は人権啓発講演会に係る印刷製本費などです。委託料は人権啓発講演会の講師派遣

委託、負担金、補助及び交付金は鳥取県人権文化センター等への負担金、町人権同和教育推進協

議会補助金です。 

 公債費、元金は３億７，５０４万２，０００円を計上しています。当該年度の元金償還金です。 

 利子は１，０７６万５，０００円を計上しています。町債償還金利子と一時借入金利子です。 

 予備費は１，０００万円を計上しております。 

 以上が令和６年度一般会計予算の提案説明でございます。 

○議長（中原 信男君） 皆さんここで休憩しましょうか、ちょっと。いいですか、やりましょう

か。休憩。では、３時１５分まで１０分間休憩します。 

午後３時０５分休憩 

─────────────────────────────── 

午後３時１５分再開 

○議長（中原 信男君） それでは、再開をいたします。 

 日程第２４、議案第２２号、令和６年度日野町国民健康保険特別会計予算について、提出者の

説明を求めます。 

 﨏田町長。 
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○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程されました議案第２２号、令和６年度日野町国民健康保険

特別会計予算について御説明申し上げます。議案書を御覧いただきたいと思います。 

 本年度の予算総額は３億９，２７８万３，０００円としたところでございます。前年度当初予

算と比較いたしますと、額にして１，０５３万４，０００円、率にして２．６％の減額でござい

ます。これは、療養給付費の減額が見込まれるためでございます。また、一時借入金の限度額を

３，０００万と定めるとともに、地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により、歳出予算

において流用することができる場合を保険給付費の各項の間の流用と定めております。 

 続いて、２ページから３ページの第１表、歳入歳出予算については、御覧いただきたいと思い

ます。 

 歳出としましては、過去の実績、直近の医療動向等を勘案し、保険給付費３億２，０３９万５，

０００円、国民健康保険事業費納付金６，１９２万４，０００円、保健事業費６８３万６，００

０円などを計上いたしております。 

 その財源としましては、国民健康保険税４，１５８万２，０００円、県支出金３億２，３７８

万７，０００円、繰入金２，７３８万円などを充てるものでございます。 

 詳細につきましては、健康福祉課長に説明させますので、御審議いただきますよう、よろしく

お願いいたします。 

○議長（中原 信男君） 住田健康福祉課長。 

○健康福祉課長（住田 秀樹君） 議案第２２号、令和６年度日野町国民健康保険特別会計予算に

ついて御説明いたします。 

 予算に関する説明書は、５ページが歳入歳出予算事項別明細書、６ページが給与費明細書です

ので、御覧いただきたいと思います。 

 ７ページ、歳入です。国民健康保険税、一般被保険者国民健康保険税は、被保険者数を５６０

人と見込み、４，１５８万２，０００円を計上しております。節別の金額は御覧いただきたいと

思います。 

 退職被保険者等国民健康保険税は、廃目整理とします。 

 使用料及び手数料、督促手数料は２万円の計上です。 

 ８ページにかけて、県支出金、保険給付費等交付金は３億２，３７８万７，０００円の計上。 

 財産収入、利子及び配当金は財政調整基金利子として１万４，０００円を計上しております。 

 繰入金、一般会計繰入金は２，４１４万８，０００円の計上、保険基盤安定繰入金と出産育児

一時金繰入金、財政安定化支援事業繰入金、事務費繰入金です。 
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 基金繰入金は、財政調整基金繰入金として３２３万２，０００円の計上です。 

 ９ページ、歳出です。総務費、一般管理費は２６９万１，０００円の計上です。需用費は広報

用品や事務用品の消耗品費、封筒等の印刷代、役務費は保険証の郵送代や電算共同処理手数料な

ど、委託料は業務システム保守等の電算処理委託料、資格確認業務委託料などです。 

 連合会負担金は５４万２，０００円の計上です。 

 運営協議会費は８万１，０００円の計上です。これは、運営協議会の委員報酬です。 

 保険給付費、一般被保険者療養給付費は２億６，９３９万１，０００円の計上です。前年度に

対し１，０４５万５，０００円の減額です。 

 一般被保険者療養費は９９万円、審査支払い手数料は６８万６，０００円を計上しております。 

 １０ページ、保険給付費、一般被保険者高額療養費は４，８０２万６，０００円、一般被保険

者高額介護合算療養費は１０万円の計上です。 

 移送費は、一般被保険者移送費を１，０００円計上しています。 

 出産育児諸費、出産育児一時金は２件分として１００万円の計上、支払い手数料は１，０００

円、国保連合会への支払い手数料です。 

 １１ページ、葬祭諸費、葬祭費は２０万円の計上です。１件当たり２万円を喪主に支給するも

のであります。 

 国民健康保険事業費納付金は、平成３０年度からの制度改正で設けられた県の国民健康保険会

計の納付金であります。医療給付費分、一般被保険者医療給付費分が４，０１５万４，０００円

の計上、後期高齢者支援金等分、一般被保険者後期高齢者支援金等分が１，７４７万３，０００

円の計上、介護納付金分、一般被保険者介護納付金分として４２９万７，０００円の計上です。 

 １２ページにかけて、保健事業費、特定健康診査等事業費は５６２万円の計上です。これは、

特定健康診査を実施する費用です。報償費は外部保健師への謝礼、１２ページ、需用費及び役務

費は事務に要する消耗品費及び郵券料など、委託料は健診実施委託料及び特定健診データ分析、

受診勧奨業務委託料、交付金は特定健診受診者に交付する商工会商品券発行に係るものです。 

 保健事業費、保健衛生普及費は１２１万６，０００円の計上です。役務費は医療費通知等の郵

券代、通知作成手数料、委託料は人間ドック、脳ドックの検診委託料です。 

 基金積立金、財政調整基金積立金は国民健康保険財政調整基金の利息として１万４，０００円

の計上です。 

 １３ページにかけて、公債費利子は一時借入金利子として１０万円の計上です。 

 諸支出金、一般被保険者保険税還付金は２０万円の計上です。これは、資格喪失による過年度
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還付金です。 

 予算についての説明は以上ですが、この予算は令和５年度本算定税率を基にしたものです。令

和６年度の税率につきましては、令和５年度の医療費実績や最新の所得データを用いて、日野町

の国民健康保険事業の運営に関する協議会の意見を伺って見直しを行う可能性のあるものです。 

 説明は以上です。 

○議長（中原 信男君） 日程第２５、議案第２３号、令和６年度日野町介護保険特別会計予算に

ついて、提出者の説明を求めます。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程されました議案第２３号、令和６年度日野町介護保険特別

会計予算について御説明申し上げます。 

 予算書第１ページの議案書を御覧いただきたいと思います。予算総額は、５億８，６５８万４，

０００円としたところでございます。前年度と比較いたしますと、８，５５３万５，０００円、

率にして１２．７％の減額でございます。これは、第９期介護保険事業計画により介護給付費の

減額が見込まれるためでございます。 

 また、一時借入金の限度額を３，０００万と定めるとともに、地方自治法第２２０条第２項た

だし書の規定により、歳出予算において流用することができる場合を保険給付費の各項の間の流

用と定めております。 

 次に、２ページから３ページの第１表、歳入歳出予算については、御覧いただきたいと思いま

す。 

 歳出の主なものといたしましては、保険給付費５億４，８１１万６，０００円、地域支援事業

費３，３２３万４，０００円などを計上しております。 

 その財源としましては、保険料８，９１０万５，０００円、国庫支出金１億６，２６５万４，

０００円、支払い基金交付金１億５，１４２万５，０００円ほか、県支出金、繰入金などをもっ

て充てるものでございます。 

 詳細につきましては、健康福祉課長に説明させますので、御審議いただきますよう、よろしく

お願いいたします。 

○議長（中原 信男君） 住田健康福祉課長。 

○健康福祉課長（住田 秀樹君） 議案第２３号、令和６年度日野町介護保険特別会計予算につい

て御説明いたします。 

 予算に関する説明書は、５ページが歳入歳出予算事項別明細書、６ページから８ページまでが
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給与費明細書ですので、御覧いただきたいと思います。 

 ９ページ、歳入です。保険料、第１号被保険者保険料は８，９１０万５，０００円の計上です。

現年度分特別徴収保険料を１，２９８人、８，５０７万１，０００円、現年度分普通徴収保険料

を２９人、４０３万４，０００円と見込んでおります。 

 使用料及び手数料、督促手数料は５，０００円の計上です。 

 国庫支出金、介護給付費負担金は９，５４７万１，０００円の計上、国庫補助金、調整交付金

は５，２４６万８，０００円、地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）は７８８万８，

０００円、同じく介護予防・日常生活支援総合事業は３７６万１，０００円、１０ページにかけ

て、介護保険保険者努力支援交付金は２０９万円の計上、保険者機能強化推進交付金は９７万６，

０００円の計上です。 

 支払い基金交付金、介護給付費交付金は１億４，７９９万１，０００円、地域支援事業支援交

付金は３４３万４，０００円の計上です。 

 県支出金、介護給付費負担金は８，２６６万６，０００円の計上、県補助金、地域支援事業交

付金（包括的支援事業・任意事業）は３９４万４，０００円、同じく介護予防・日常生活支援総

合事業は１５９万円の計上です。 

 続いて、１１ページ、財産収入、利子及び配当金は、介護給付費準備基金利子１０万３，００

０円の計上です。 

 繰入金、一般会計繰入金は、介護給付費繰入金が６，８５１万４，０００円、地域支援事業繰

入金（包括的支援事業・任意事業）は３９４万４，０００円、同じく介護予防・日常生活支援総

合事業は１５９万円、その他一般会計繰入金は事務費繰入金として５０２万５，０００円、低所

得者保険料軽減負担金繰入金は４５５万３，０００円の計上です。 

 繰入金、介護給付費準備基金繰入金は１，１４４万２，０００円の計上です。 

 １２ページにかけて、諸収入、雑入は雇用保険自己負担金等２万４，０００円の計上です。 

 次に、１３ページからは歳出です。総務費、一般管理費は１４９万６，０００円の計上です。

内容は、事務に必要な消耗品費、印刷製本費、手数料、業務システムの電算処理委託料、介護原

因疾患情報データ入力・集計委託料、使用料です。 

 連合会負担金は１４５万円の計上で、役務費は介護給付費共同処理手数料、委託料は介護認定

に係る主治医意見書料です。 

 続いて、賦課徴収費は１０万３，０００円の計上で、封筒及び納付書の印刷製本費、口座振替

の手数料です。 
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 介護認定審査会費は１８３万６，０００円の計上で、審査会共同設置負担金です。 

 認定調査費は４万５，０００円で、県外の認定調査に係る主治医意見書料、訪問調査委託料で

す。 

 続いて、１４ページ、保険給付費、介護サービス等諸費、居宅介護サービス給付費は１億１，

２１０万３，０００円、施設介護サービス給付費は２億７，０２３万９，０００円、居宅介護福

祉用具購入費は３６万円、居宅介護住宅改修費は５３万円、居宅介護サービス計画給付費は１，

５２３万９，０００円、地域密着型介護サービス給付費は９，６２１万９，０００円を計上して

います。 

 続いて、１５ページ、審査支払い手数料は６１万円の計上で、国保連合会への審査支払い手数

料です。 

 高額介護サービス費は１，１００万円の計上、高額医療合算介護サービス費は１５０万円の計

上、特定入所者介護サービス費は１，２８０万５，０００円の計上です。 

 １６ページにかけて、介護予防サービス給付費は１，７３７万６，０００円、介護予防福祉用

具購入費は３３万８，０００円、介護予防住宅改修費は８０万４，０００円、介護予防サービス

計画給付費は２４５万４，０００円、地域密着型介護予防サービス給付費は６５３万９，０００

円の計上です。 

 続いて、地域支援事業費、介護予防・生活支援サービス事業費は８６７万２，０００円の計上

です。これは、要支援被保険者の訪問介護、通所サービスの費用負担金です。 

 １７ページにかけて、介護予防ケアマネジメント事業費は１２０万９，０００円の計上です。

介護予防ケアマネジメント事業に係る経費として、需用費は公用車の燃料費、役務費は介護報酬

請求代行サービスに係る手数料、１７ページ、委託料は総合事業に係るケアマネジメント業務委

託料、使用料及び賃借料は業務用パソコンシステムのリース料です。 

 次に、一般介護予防事業費は２８０万８，０００円の計上です。報酬、職員手当等、共済費は

会計年度任用職員、介護認定調査員の経費です。報償費はぽかぽか教室講師謝金、旅費は会計年

度任用職員の通勤に係る費用弁償、需用費は百歳体操のバンド、おもり代などの消耗品費、燃料

費は公用車に係る経費です。委託料は通所型介護予防事業委託料及びリハビリ職員派遣委託料で

す。 

 １８ページ、包括的支援事業・任意事業費、包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費は５

３９万４，０００円の計上です。報償費は地域包括支援センター運営協議会委員報償金、需用費

は事務消耗品、公用車の燃料費及び修繕料、役務費は公用車の任意保険料、公課費は自動車重量
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税です。繰出金は担当職員の人件費分を一般会計へ繰り出すものです。 

 任意事業費は９３万５，０００円の計上です。役務費は事業に係る郵券料や手数料、委託料は

介護家族の会事業委託料、扶助費は成年後見人報酬に係るその他扶助の計上です。 

 １９ページにかけて、認知症総合支援事業費は４７７万５，０００円の計上です。報酬、職員

手当等、共済費、旅費は会計年度任用職員、認知症地域支援推進員の経費です。需用費は事業に

必要な消耗品費、公用車の燃料費、役務費は認知症保険及び認知症啓発映画上映に係る手数料、

委託料は認知症初期集中支援チームへの専門職派遣委託料、使用料及び賃借料は認知症啓発映画

に係る使用料、繰出金は担当職員の人件費分を一般会計へ繰り出すものです。 

 生活支援体制整備事業費は７５９万３，０００円の計上です。給料、職員手当等、共済費は会

計年度任用職員、地域支え合い支援員に係る経費です。需用費は公用車燃料費、委託料は生活支

援コーディネーター業務委託料、繰出金は担当職員の人件費分を一般会計へ繰り出すものです。 

 在宅医療・介護連携推進事業費は１８０万５，０００円の計上です。需用費は事例検討会など

研修に係る消耗品費、繰出金は担当職員の人件費分を一般会計へ繰り出すものです。 

 ２０ページ、審査支払い手数料は４万３，０００円の計上です。国保連合会への総合事業給付

費審査支払い手数料です。 

 公債費、利子は一時借入金の利子１０万円の計上です。 

 諸支出金、第１号被保険者保険料還付金は保険料の過年度還付金で１０万円の計上です。 

 基金積立金は介護給付費準備基金の利息を基金に積み立てるもので、１０万４，０００円の計

上です。 

 説明は以上でございます。 

○議長（中原 信男君） 日程第２６、議案第２４号、令和６年度日野町後期高齢者医療保険特別

会計予算について、提出者の説明を求めます。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程されました議案第２４号、令和６年度日野町後期高齢者医

療保険特別会計予算について御説明申し上げます。 

 １ページの議案書を御覧いただきたいと思います。予算総額は７，３０６万１，０００円とい

たしております。前年度当初予算に比べて１，５３３万円、率にして２６．６％の増額でござい

ます。これは、後期高齢者医療広域連合納付金の増額が見込まれるためでございます。 

 ２ページ、第１表、歳入歳出予算については、御覧いただきたいと思います。 

 歳出の主なものとしましては、後期高齢者医療広域連合納付金６，７２４万２，０００円など
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を計上しております。 

 その財源といたしまして、後期高齢者医療保険料４，５８４万２，０００円ほか、繰入金、諸

収入などをもって充てるものでございます。 

 詳細につきましては、健康福祉課長に説明させますので、御審議いただきますよう、よろしく

お願いいたします。 

○議長（中原 信男君） 住田健康福祉課長。 

○健康福祉課長（住田 秀樹君） 議案第２４号、令和６年度日野町後期高齢者医療保険特別会計

予算について御説明いたします。 

 議案書の３ページ、歳入歳出予算事項別明細書は、御覧いただきたいと思います。 

 ４ページ、歳入です。後期高齢者医療保険料、特別徴収保険料は３，７１３万２，０００円、

普通徴収保険料は８７１万円を計上しております。 

 使用料及び手数料、督促手数料は２，０００円の計上です。 

 繰入金、一般会計繰入金、事務費繰入金は１７２万６，０００円、保険基盤安定繰入金は低所

得者保険料軽減に係る繰入金として２，１４０万円を計上しています。 

 諸収入、保険料還付金は１０万円の計上、健康診査等受託料は８４万６，０００円の計上です。 

 雑入は、健康診査受診勧奨業務委託に対し交付される後期高齢者医療広域連合からの補助金と

して３１４万５，０００円の計上です。 

 ６ページ、歳出です。総務費、一般管理費は５７１万９，０００円を計上しています。需用費

は納付書の印刷製本費、役務費は受診券、保険証の郵送料や保険料の口座振替手数料、委託料は

業務システム電算委託料や保健事業団等への健康診査委託料、令和６年度から実施する健康診査

受診勧奨委託料を計上しています。 

 後期高齢者医療広域連合納付金は６，７２４万２，０００円の計上、負担金として保険料徴収

分及び保険料軽減の保険基盤安定分を広域連合に納付します。 

 諸支出金、保険料還付金は１０万円の計上です。 

 説明は以上です。 

○議長（中原 信男君） 日程第２７、議案第２５号、令和６年度日野町簡易水道事業会計予算に

ついて、提出者の説明を求めます。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程されました議案第２５号、令和６年度日野町簡易水道事業

会計予算について御説明申し上げます。 
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 議案書の第１ページを御覧いただきたいと思います。その中の第２条の業務の予定量は記載の

とおりでございます。 

 第３条の収益的収入及び支出は、収入を５，１７７万５，０００円、支出を９，５７２万８，

０００円としております。なお、委託料等に係る費用３０６万円の財源に、公営企業会計適用債

３００万円を借り入れることとしております。 

 次に、２ページ、第４条の資本的収入及び支出につきましては、収入を６，９０９万６，００

０円、支出を８，１２５万６，０００円とし、不足する額１，２１６万円は前年度からの引継ぎ

金及び引継ぎ未収金などから補填をすることとしております。 

 第４条の２、特例的収入及び支出は、公営企業会計への移行に伴い、旧会計で処理できなかっ

た未収入４４５万８，０００円、未払い金は１８０万円となっております。 

 ３ページ、第５条、企業債は、表にあるとおり限度額を、簡易水道事業債１，８００万円、過

疎対策事業債１，８００万円、公営企業会計適用債３００万円とするものでございます。 

 第６条では一時借入金の限度額を３，０００万円と定め、第７条では予算流用の範囲、第８条

では議会の議決を経なければ流用することができない経費として職員給与費７０９万１，０００

円、４ページ、第９条では他会計からの補助金額を４４８万円、第１０条では棚卸資産の購入限

度額を２万９，０００円とするものでございます。 

 詳細につきましては、建設水道課長から説明させますので、御審議いただきますよう、よろし

くお願いいたします。 

○議長（中原 信男君） 音田建設水道課長。 

○建設水道課長（音田雄一郎君） 議案第２５号、令和６年度日野町簡易水道事業会計予算につい

て御説明いたします。 

 令和６年度から公営企業会計へ移行するため、予算書に附属する書類が変更、追加されていま

すので、順に説明させていただきます。 

 議案書５ページ、予算実施計画を御覧ください。６ページにかけて、事業予算を目単位で集計

したものです。詳細につきましては後ほど予算明細書のほうで説明いたします。 

 ７ページ、予定キャッシュフロー計算書を御覧ください。この表は、事業の現金の流れを表し

たものです。 

 １、事業活動は、水道料金や一般会計繰入金など、資本的収入から維持管理費や一般管理費な

ど収益的支出を差し引き、現金を伴わない減価償却費や、その財源に充てている長期前受金戻入

額等を計算しますと８５９万６，９１０円のプラスになります。 
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 ８ページ、２、投資活動は、井戸掘削工事費等の支出に一般会計からの繰入金を加え、６８５

万１，８１９円のマイナス。 

 ３、財務活動は、本年度借り入れる企業債から本年度償還する企業債元金を差し引き、１６２

万３，０００円のマイナスとなります。 

 資金増加額は、営業活動、投資活動、財務活動で生じた額を合計した年間１２万２，０９１円

の増になります。会計の始まりである資金期首残高７７万８，０７１円に加え、資金の期末残高

は９０万１６２円を見込んでいます。 

 続きまして、９ページから１５ページの給与費明細書は、御覧ください。 

 １６ページ、予定貸借対照表を御覧ください。この表は、財産、負債、純資産の状況を示すも

ので、本事業会計の年度末時点の見込額です。表の数値は、左から年度当初、年度末、小計、合

計となっております。 

 資産の部、１、固定資産は、本事業が有している資産額で、年度末が下段右側８億９，１１２

万６，４９１円。 

 １７ページ、２、流動資産は、預金などの資産で、預金現金９０万１６２円、未収金から過年

度滞納分で収入が難しい金額を示す貸倒引当金を引いた４０５万２，９０９円、貯蔵品である量

水器等の資産額４８万７，１９５円を加え、計５４４万２６６円。総資産額は固定資産と合わせ、

右中段上二重線の８億９，６５６万６，７５７円となります。 

 負債の部は、中段以降のとおり、３、固定負債は、年度末時点の企業債残額２億４，９９３万

８０９円。 

 ４、流動負債は、本年度借り入れる企業債３，９９９万９，０３５円に未払い金と職員賞与等

の引当金を加え、４，３３８万３，７６５円。 

 ５、繰延べ収益は、過去の建設工事等で財源とした補助金等の年末残高である１億２，００６

万５，９９５円で、負債の合計額は、右下段二重線の４億１，３３８万５６９円となります。 

 続いて、１８ページ、資本の部です。６、資本金は、本会計が有する財産総額で５億２，０６

９万４，９０７円。 

 ７、資本剰余金は、固定資産の再評価を行った際に生じた各財源の評価差額で、計８５８万８，

８４２円。 

 当年度末処理欠損金は営業活動により生じる収支のマイナス４，６０９万７，５６１円となり、

資本合計は４億８，３１８万６，１８８円で、負債、資本の総合計は右下段二重線の８億９，６

５６万６，７５７円となります。 
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 続いて、１９ページを御覧ください。予算の注記に関する事項でございます。主な改定の注意

事項につきまして、２１ページにかけて記載しておりますので御覧ください。 

 ２２ページ、予算明細書を御覧ください。予算明細書は、会計予算を節単位で表した表でござ

います。 

 収益的収入は、総額５，１７７万５，０００円を計上しています。営業収益は水道料や工事検

査手数料など、営業外収益は、他会計負担金は一般会計からの繰入金、長期前受金戻入は支出で

計上されている減価償却費の取得時に充てた補助金等の財源で、実際の現金の移動は伴わない収

入でございます。雑収入は会計年度任用職員の雇用保険本人負担分でございます。 

 ２３ページ、収益的支出です。総額９，５７２万８，０００円を計上しています。営業費用、

原水及び浄水費は浄水場などに係る維持管理費で、薬品費や電気料、水質検査委託料など、配水

及び給水費は配水管などに係る維持管理費で、漏水修繕や検定満期の量水器取替え工事費用など

でございます。 

 ２４ページにかけて、総係費は会計に係る一般管理費で、職員給与、諸手当、法定福利費、電

算処理委託料、会計支援業務委託料、メーター検針手数料などを計上しております。 

 ２５ページ、現金の支出を伴わない減価償却費は５，７８４万８，０００円、その他営業費用

は量水ボックス購入費を計上しています。 

 営業外費用、支払い利息及び企業債取扱諸費は企業債償還金の利息や一時借入金の利息。雑支

出は消費税納付額です。 

 特別損失は旧会計分の消費税納付額と、旧会計期間に属する職員賞与、賞与に係る共済組合負

担金などでございます。 

 ２６ページ、資本的収入及び支出です。収入は総額６，９０９万６，０００円を計上していま

す。企業債は３，６００万円で、施設改良工事実施に伴い、簡易水道事業債及び過疎対策事業債

を借り入れます。他会計補助金、負担金は一般会計からの繰入金です。 

 支出は総額８，１２５万６，０００円を計上しています。建設改良費は黒坂地区新水源井戸掘

削工事に係る設計委託料と変更認可申請書作成費用、井戸掘削工事費です。固定資産購入費は断

水時に備え、貯水槽や受水槽などに給水車両から水を送るエンジンポンプを購入する費用です。

企業債償還金は企業債等、元金の償還金です。 

 説明は以上です。 

○議長（中原 信男君） 日程第２８、議案第２６号、令和６年度日野町下水道事業会計予算につ

いて、提出者の説明を求めます。 
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 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程いただきました議案第２６号、令和６年度日野町下水道事

業会計予算について御説明申し上げます。 

 議案書第１ページを御覧いただきたいと思います。第２条の業務の予定量は記載のとおりでご

ざいます。 

 第３条の収益的収入及び支出は、公共下水道事業の収入を１億３，２４５万４，０００円、２

ページ、農業集落排水事業を６，７７０万５，０００円、公共下水道事業の支出を１億４，２０

３万６，０００円、農業集落排水事業を７，０３６万２，０００円としております。なお、会計

処理に要する費用３３６万７，０００円の財源に、公営企業会計適用債３２０万円を借り入れる

ものとしております。 

 ２ページ、第４条の資本的収入及び支出は、公共下水道事業の収入を５，１０９万２，０００

円、農業集落排水事業を２，２１４万５，０００円、公共下水道事業の支出を５，１４９万６，

０００円、３ページ、農業集落排水事業を２，２４３万１，０００円とし、不足する額６９万円

は、前年度からの引継ぎ金で補填することとしております。 

 第４条の２、特例的収入及び支出は、公営企業会計への移行に伴い、旧会計で処理できなかっ

た未収金４２０万円、未払い金を３２０万円とするものでございます。 

 ３ページ、第５条の企業債は、表にあるとおり、公共下水道事業と農業集落排水事業の公営企

業会計適用債の限度額をそれぞれ１８０万円と１４０万円とするものでございます。 

 第６条では一時借入金の限度額を、公共下水道事業は３，０００万円、農業集落排水事業は２，

０００万円と定め、３ページの第７条では予算流用の範囲、４ページ、第８条では議会の議決を

経なければ流用することができない経費として、職員給与費９０６万円とするものでございます。 

 詳細につきましては、建設水道課長から説明させますので、御審議いただきますよう、よろし

くお願いいたします。 

○議長（中原 信男君） 音田建設水道課長。 

○建設水道課長（音田雄一郎君） 議案第２６号、令和６年度日野町下水道事業会計予算について

御説明いたします。 

 令和６年度から公営企業会計へ移行するため、予算書に附属する書類等が変更、追加されてい

ますので、順に説明させていただきます。 

 議案書５ページ、予算実施計画を御覧ください。６ページにかけて、事業予算を目単位で集計

したものでございます。詳細は後ほど予算明細書のほうで説明いたします。 
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 ８ページ、予定キャッシュフロー計算書を御覧ください。この表は、事業の現金の流れを表し

たものです。 

 １、業務活動は、使用料や一般会計繰入金など、収益的収入から維持管理費や一般管理費など

収益的支出を差し引き、現金を伴わない減価償却費や、その財源に充てている長期前受金戻入額

等の増減により４７２万４，９０９円のプラスになります。 

 ９ページ、２、投資活動は、企業債の元金償還に係る一般会計からの繰入額６，６５７万９，

０９１円のプラス。 

 ３、財務活動は、本年度借り入れる企業債から本年度償還する企業債元金を差し引き７，０７

２万７，０００円のマイナスとなります。 

 資金増加額は営業活動、投資活動、財務活動で生じた額を合計した年間５７万７，０００円の

増になり、会計の始まりである資金期首残高１１５万５，２４０円に加え、資金の期末残高は１

７３万２，２４０円を見込んでいます。 

 続きまして、１０ページから１６ページの給与明細書は御覧ください。 

 １７ページ、予定貸借対照表を御覧ください。この表は、財産、負債、純資産の状況を示すも

ので、本事業会計の年度末時点の見込額でございます。 

 資産の部、１、固定資産は、本事業が有している資産額で、年度末が下段右２６億９７万３，

０１２円。 

 １８ページ、２、流動資産は、現金などの資産で、現金預金１７３万２，２４０円、未収金か

ら過年度滞納分で収入が難しい金額を示す貸倒引当金を引いた３２９万９，８００円を加えた計

５０３万２，０４０円。総資産額は、その下二重線の２６億６００万５，０５２円となります。 

 負債の部は、中段以降のとおり、３、固定負債は、年度末時点の企業債残高３億２，９０７万

１，５３３円、４、流動負債は、本年度借り入れる企業債７，２４９万９，９２５円に未払い金、

職員給与等の引当金を加え８，０６８万７，９２４円、５、繰延べ収益は、過去の建設工事等で

財源とした補助金等の年末残高である２３億４，８４３万６，２００円で、負債の合計額は、右

下段二重線の２７億５，８１９万５，６５７円となります。 

 続いて、１９ページ、資本の部です。６、資本金は、本会計が有する財産総額で３，０７９万

６，６４８円、７、資本剰余金は、固定資産の再評価を行った際に生じた各財源の評価差額で計

１億４，６３１万８，８２５円。 

 利益剰余金の当年度末処理欠損金は、営業活動に生じる収支の差額マイナス３億２，９３０万

６，０７８円となり、資本合計はマイナス１億５，２１９万６０５円となり、負債、資本の総合
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計は、その下二重線の２６億６００万５，０５２円となります。 

 続いて、２０ページを御覧ください。予算の注記に係る事項でございます。主な会計の注意事

項につきましては、２２ページにかけて記載しております。 

 ２２ページを御覧ください。下水道事業は、公共下水道事業と農業集落排水事業の２つの事業

に分けております。事業のことをセグメントと呼びまして、セグメントごとの収益、費用等は表

のとおりでございます。 

 ２３ページ、予算明細書を御覧ください。予算明細書は、会計予算を節単位で表した表でござ

います。 

 公共下水道事業の収益的収入は総額１億３，２４５万４，０００円、農業集落排水事業は総額

６，７７０万５，０００円を計上しております。２つの事業とも、営業収益は下水道使用料、営

業外収益は国庫補助金と、他会計負担金は一般会計からの繰入金、長期前受金戻入は支出で計上

されている減価償却費の取得時に充てた補助金等の財源で、現金の移動を伴わない収入でござい

ます。雑収益は会計年度任用職員の雇用保険本人負担分でございます。 

 ２４ページ、収益的支出です。公共下水道事業は総額１億４，２０３万６，０００円を計上し

ています。営業費用、管渠費は管路やマンホールポンプに係る維持管理費で、電気料、修繕費、

遠隔監視装置の通信料など、処理場費は日野中央浄化センターに係る維持管理費で、電気料、修

繕料、維持管理委託料、汚泥引き抜き委託料などでございます。 

 ２５ページにかけて、総係費は、会計に係る一般管理費で、職員給与、手当、法定福利費、ス

トックマネジメント、計画策定委託料などを計上しております。現金の支出を伴わない減価償却

費は９，２９６万円でございます。 

 営業外費用は、２６ページにかけて、支払い利息及び企業債取扱諸費は企業債償還金の利息や

一時借入金の利息、雑支出は消費税納付額、特別損失は旧会計分の消費税納税額と旧会計期間に

属する職員賞与、賞与に係る共済組合負担金などです。 

 農業集落排水事業の支出総額は７，０３６万２，０００円で、管渠費は電気料、修繕費、マン

ホールポンプ取替え工事など、処理場費は黒坂、下黒坂、貝原処理場の電気料、修繕料、維持管

理委託料、汚泥引き抜き委託料などでございます。 

 ２７ページにかけて、総係費は会計に係る一般管理費用で、職員給料、法定福利費、電算処理

委託料、維持管理適正化計画策定委託料などを計上しております。現金の支出を伴わない減価償

却費は３，００２万９，０００円です。 

 営業外費用は、支払い利息及び企業債取扱諸費は企業債償還金の利子や一時借入金の利息、雑
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支出は消費税納付額です。特別損失は旧会計分の消費税納付額です。 

 ２８ページ、資本的収入及び支出です。公共下水道事業の収入は総額５，１０９万２，０００

円、農業集落排水事業は総額２，２１４万５，０００円を計上し、それぞれ他会計負担金は一般

会計からの繰入金です。 

 支出は、公共下水道事業が総額５，１４９万６，０００円、農業集落排水事業が総額２，２４

３万１，０００円で、ともに企業債等元金の償還金でございます。 

 説明は以上です。 

○議長（中原 信男君） お諮りいたします。議案第３号から議案第２６号までの提案説明が終わ

りました。議案第３号から議案第２６号までの質疑、討論、採決は後日に行うこととし、留保い

たしたいと思います。これに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中原 信男君） 異議なしと認めます。よって、議案第３号から議案第２６号までを留保

することに決定をいたしました。 

 続いてお諮りをいたします。議案第２１号から議案第２６号までの令和６年度予算関係の６議

案については、日野町議会委員会条例第５条の規定により、予算審査特別委員会を設置し、付託

し、審査いたしたいと思いますが、これに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中原 信男君） 異議なしと認めます。よって、令和６年度予算の各議案については、予

算審査特別委員会を設置して、これに付託し、審査することに決定をいたしました。 

 お諮りいたします。予算審査特別委員会の委員の選任については、日野町議会委員会条例第６

条第２項の規定により、議長において、次の議員を指名いたしたいと思います。１番、小林良泰

議員、２番、小河久人議員、３番、坪倉敏議員、４番、中山法貴議員、５番、梅林智子議員、６

番、金川守仁議員、７番、松本利秋議員、８番、安達幸博議員、９番、竹永明文議員、以上９名

を指名いたします。これに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中原 信男君） 異議なしと認めます。よって、ただいま指名をいたしました９名が予算

審査特別委員会委員に決定をいたしました。 

 ここで休憩をいたします。 

 休憩中に予算審査特別委員会を開催し、委員長、副委員長を互選により決定し、議長に報告を

お願いをいたします。決定次第、再開いたします。委員の方は議員控室に参集ください。執行部
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の方はこのままお待ちください。 

午後４時１２分休憩 

─────────────────────────────── 

午後４時１９分再開 

○議長（中原 信男君） 再開をいたします。 

 休憩中に委員長、副委員長が決まりましたので、報告をいたします。 

 委員長に７番、松本利秋議員、副委員長に４番、中山法貴議員が互選され、就任されました。 

─────────────・───・───────────── 

○議長（中原 信男君） お諮りいたします。本日の会議はこれで延会といたしたいと思います。

これに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中原 信男君） 異議なしと認めます。よって、本日はこれで延会することに決定をいた

しました。 

 本日はこれで延会いたします。 

 会議の再開は、３月１２日午前１０時といたします。御協力ありがとうございました。終わり

ます。 

午後４時２０分延会 

─────────────────────────────── 

 


